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 開  会  
 委 員 長  改めまして、おはようございます。 

 ただ今から、予算審査特別委員会を開催いたします。 
（９時３０分） 

 委 員 長  予算審査特別委員長に推薦いただきました伊藤です。 
 本委員会に付託を受けました案件は、いずれも重要な案件でございます。皆様方の

ご協力をよろしくお願いいたします。 
 ただ今の出席委員数は、９名です。 
定足数に達していますので、ただ今から予算審査特別委員会を開催します。 

 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりです。 
 日程第１  
 委 員 長  日程第１ 「議席番号の指定」を、行います。 

 議席番号は、本会議の議席番号といたします。 
 日程第２  
 委 員 長  日程第２ 「会期の決定」を、議題といたします。 

 本予算特別委員会は、本日１０日から１２日までとしたいと思いますが、これに、

ご異議ありませんか。 
 （異議なし） 

 委 員 長  異議なしと認めます。 
 よって、本特別委員会の会期は、本日１０日から１２日までとすることに決定いた

しました。 
 日程第３  
 委 員 長  日程第３ 議案第１７号「令和３年度東峰村一般会計歳入歳出予算について」 

 歳入については、総務課長より補足説明を求め、歳出については、総務課、企画政

策課、保健福祉課、住民税務課、農林観光課、建設水道課、教育課、議会事務局の順

に補足説明を行います。  
 ページを述べてから補足説明をお願いしたいと思います。 
 まず、総務課長に補足説明を求めます。 
総務課長 

 総務課長  議案の７２ページをお願いいたします。 
 議案第１７号「令和３年度東峰村一般会計歳入歳出予算」  
 令和３年度東峰村一般会計歳入歳出予算は、次に定めるところによる。 
 歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３５億１，５３

８万１千円と定める。 
 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 
 地方債、第２条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地

方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」

による。 
 一時借入金、第３条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の

借入れの最高額は、５億円と定める。 
 令和３年３月９日提出、東峰村長名でございます。 
 歳入歳出予算の詳細につきましては、予算説明会のときに出しております。その折

の分とですね、歳出額につきましては、変更というかですね、移動はございません。 
 ただ、歳入のほうで一部補助金の関係の見直し等がありまして、少しですね、内部

の組み替えを行っておるところでございます。歳出の内容については、変更はないと
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いうことで申し添えておきます。 
 ７９ページをお願いいたします。 
 第２表、地方債の部分でございます。 
 令和３年度の一般会計を執行するにあたりまして、それぞれですね、臨時財政対策

債、過疎対策事業、緊急防災・減災事業債、災害復旧事業債、緊急自然災害防止対策

事業債をですね、それぞれ借り入れる予定としておりますので、その借入れの限度額

について、こちらの表でですね、示させていただいているところでございます。 
 あと、歳入と歳出の詳細につきましては、ちょっと総務課のほうとしてですね、説

明はございません。 
 その後の分でですね、１５０ページをお願いいたします。 
 １５０ページ、地方債の前々年度における現在高並びに前年度末及び当該年度末に

おける現在高の見込みに関する調書ということで、地方債、村債のですね、見込みに

ついての表でございます。 
 毎年予算委員会のときにお出ししておりますのでお分かりかとは思いますが、前々

年度末の現在高というのが令和元年度末の現在高、これは、決算による数字でござい

ます。 
 令和２年度、前年度末の見込額が令和２年度になります。これは、まだ執行中でご

ざいますので、見込額になります。 
 中で令和３年度、当該年度というのが令和３年度になりますので、当該年度の増減

の見込みということで、借り入れる分とですね、お返しする分、償還する分をここに

明細を出しておりまして、最後の行、右側ですね。当該年度末現在高見込額というの

が令和３年度末のですね、それぞれの現在高の見込みになるところでございます。 
 真ん中のですね、２年度末の見込額については、前年度に比較して、やはり災害復

旧関係のですね、起債等が非常に大きくなっておりますので、現在高としては単純に

１０億円ほど増えているということで、これをですね、１０年から１２年、長いもの

では２５年等で償還を行いますので、これが来年度以降、令和３年度以降の状況によ

ってですね、これを見るかぎり当該年度の増減見込については、ほぼほぼちょっと増

えるぐらい、増額になっておりますので、災害復旧事業がですね、落ち着いた後につ

いては事業の精査をしながら、この起債の状況についてはですね、見ていかなければ

いけないというところでございますが、やはりこれから１０年ぐらいはですね、交付

税措置はあるとは言いますが、かなり公債費のですね、比率については、もう高くな

るのは致し方ないかなというふうに考えているところでございます。 
 続いて、１５１ページからの分についてはですね、人件費、給与費等の明細になり

ます。これについては、もう参考資料でございますので、お目通しいただければと思

いますが、１５１ページについては特別職、村長、副村長、教育長並びに議員さんで

すね、分の給与費の明細書になっております。 
 次、１５２ページからがですね、一般職の分になります。 
 １５２ページが総括ということで、一般職の職員並びに会計年度任用職員のです

ね、合わせた部分の表になっております。予算書ベースになりますので、職員数の実

員が、会計年度任用職員、特に昨日言いましたけど、学校の支援員さんとかですね、

が県費で措置していただいておりますが、通常村費で予算計上しておりますので、そ

この分については、実際に４月以降にならないと分かりませんが、雇う分についても

ここに人数としてですね、カウントしているという実情でありますので、参考に留め

ていただければと思います。 
 １５３ページが会計年度任用職員以外の職員ということで、一般職員と任期付きの

職員さんですね、の明細になっております。 
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 職員数の前にカッコがあります。（１）というのは短時間任用職員ということで、

今１名、再任用の方で短時間任用、週４日の方がおりますので、その方が１名という

形で、ここの表にですね、内書きとしてカウントしているものでございます。 
 １５４ページが会計年度任用職員の明細になっております。 
 １５５ページが労務職、単純労務職の方のですね、明細になっておるところです。 
 １５６、１５７、１５８、１５９ページについては、給与及び職員手当の状況とい

うことで、平均給与額並びに給与別の職員数、また、昇給の状況等をですね、出して

いるものであります。 
 最後、１６０ページをお願いいたします。 
 １６０ページ、令和３年度市町村交付金、地方消費税交付金の社会保障財源化分で

すね、これについては、もう何年になりますですかね、ずっと予算書の中で消費税の

増税分が全額社会保障費に充てられていますという説明資料としてですね、予算書の

中で付けて出させていただいているもので、今回ですね、歳入といたしまして、社会

保障財源化分の地方消費税交付金の分で２，０１４万円。 
歳出につきましては、社会保障の経費、これは性質別の経費になりますが、その他

社会保障施策に要する経費として、今回の予算書の中でですね、５億２，３３７万３

千円という性質別に分類したときに金額が出ておるもので、これに対してですね、こ

の２，０１４万円を財源として、案分という形で充てております。 
 これを要するに経費ということで、一覧表としてですね、出しているものでござい

ます。 
 あと、先ほどの人件費と給与の状況につきましては、次のですね、特別会計、簡易

水道事業特別会計で１名、国民健康保険事業特別会計で、一般職が２名と会計年度職

員が１名、この部分がですね、それぞれの特別会計の中で同様の表が示されておりま

すので、これについては後で、説明は割愛させていただきますが、ご覧いただければ

というふうに思っているところでございます。 
 総務課の説明は、以上です。 

 委 員 長  次に、企画政策課課長補佐に説明を求めます。 
企画政策課長補佐 

企画政策課長

補佐 
 一般会計につきましての補足説明はございません。以上でございます。 

 委 員 長  次に、保健福祉課長に説明を求めます。 
保健福祉課長 

保健福祉課長  予算説明会の折に、障害福祉サービスについてですね、内容質問があっておりまし

た。 
 予算書と申しますか、議案配布の際に、障害福祉計画の障害福祉サービスの事業名、

対象者、サービス内容等のページについてですね、コピーをお配りしておりますので、

参考にしていただければと思っております。以上です。 
 委 員 長  次に、住民税務課長に補足説明を求めます。 

住民税務課長 
住民税務課長  住民税務課からの補足説明はございません。 
 委 員 長  次に、農林観光課長に補足説明を求めます。 

農林観光課長 
農林観光課長  事前に受けておりました資料はお配りいたしておりますので、そちらのほうにつき

ましては、お読みいただければと思います。 
 歳出の件につきましては、特段農林観光課として補足説明はございません。 

 委 員 長  次に、建設水道課長に補足説明を求めます。 
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建設水道課長 
建設水道課長  建設水道課としまして、補足説明はございません。 
 委 員 長  次に、教育課長に補足説明を求めます。 

教育課長 
 教育課長  教育課としましても、補足説明はございません。 
 委 員 長  次に、議会事務局長に補足説明を求めます。 

議会事務局長 
議会事務局長  議会事務局からの補足説明はございません。 
 日程第４  
 委 員 長  日程第４ 議案第１８号「令和３年度東峰村簡易水道事業特別会計歳入歳出予算に

ついて」 
 建設水道課長に補足説明を求めます。 
建設水道課長 

建設水道課長  １６１ページをお願いします。 
 議案第１８号「令和３年度東峰村簡易水道事業特別会計歳入歳出予算」 
 令和３年度東峰村簡易水道事業特別会計歳入歳出予算は、次に定めるところによ

る。 
 歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６，５９２万９

千円と定める。 
 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 
 一時借入金、第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の

借入れの最高額は、２，０００万円と定める。 
 歳出予算の流用、第３条、地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により、

歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 
 １、総務管理費に計上した各地区管理費において、過不足を生じた場合における同

一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 
 令和３年３月９日提出、東峰村長名でございます。 
 １６２ページをお願いします。 
 第１表、歳入歳出予算、歳入としまして、１使用料及び手数料、２分担金及び負担

金、３繰越金、４雑収入、５繰入金、合計しまして、歳入合計は６，５９２万９千円

となっております。 
 ６３ページをお願いします。 
 歳出でございます。 
 総務費、公債費、基金積立金、予備費、これら歳出合計としまして６，５９２万９

千円となっております。 
 ６４ページをお願いします。 
 ６４ページ以降がですね、事項別明細書のほうになっておりますが、こちらにつき

ましては、予算委員会のほうでですね、ご議論いただければと思っております。以上

です。 
 日程第５  
 委 員 長  次に、日程第５ 議案第１９号「令和３年度東峰村国民健康保険事業特別会計歳入

歳出予算について」 
 保健福祉課長に補足説明を求めます。 
保健福祉課長 

保健福祉課長  １７７ページになります。  
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 議案第１９号「令和３年度東峰村国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算」 
 令和３年度東峰村国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算は、次に定めるところに

よる。 
 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３億３，５９４万７千円と定め

る。 
 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳

出予算」による。 
 第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高

額は、１，０００万円と定める。 
 第３条、地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の

経費の金額を流用することができる場合は次のとおりと定める。 
 第１号、保険給付費に計上した療養諸費等に過不足を生じた場合における同一款内

でのこれらの経費の各項間の流用。 
 令和３年３月９日提出、村長名です。 
 １７８ページをお願いいたします。 
 第１款の国民健康保険税から１２款の諸収入まで、合計３憶３，５９４万７千円の

歳入予算でございます。 
 １７９ページでは、第１款の総務費から次ページの１０款予備費まで、合わせて３

憶３，５９４万７千円の予算でございます。 
 事項別明細の内容につきましては、予算説明会の折に説明したとおりでございま

す。 
 １９２ページから給与費明細書を参考に付けておりますので、後でご確認いただけ

ればと思います。以上です。 
 日程第６  
 委 員 長  日程第６ 議案第２０号「令和３年度東峰村後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算

について」 
 保健福祉課長に補足説明を求めます。 
保健福祉課長 

保健福祉課長  １９９ページになります。 
 議案第２０号「令和３年度東峰村後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算」 
 令和３年度東峰村後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算は、次に定めるところによ

る。 
 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４，０２２万７千円と定める。 
 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳

出予算」による。 
 第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高

額は、１，０００万円と定める。 
 第３条、地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の

経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 
 第１号、総務費に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこ

れらの経費の各項の間の流用。 
 令和３年３月９日提出、東峰村長名です。 
 ２００ページをお願いいたします。 
 ２００ページでは、歳入でございますが、第１款の後期高齢者医療保険料から６款

諸収入まで合わせて、合計４，０２２万７千円でございます。 
 ２０１ページの歳出につきましては、１款の総務費から４款の予備費まで、合わせ
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て４，０２２万７千円となっております。以上です。 
 休  憩  
 委 員 長  １０時まで休憩します。 

（９時５１分） 
 再  開  
 委 員 長  休憩前に引き続き、再開します。 

（１０時００分） 
 委 員 長  補足説明した順序で、各課ごとに質疑を行います。 

 なお、最終日の総括質疑につきましては、全体及び各課にまたがる質疑といたしま

す。 
 なお、各課における答弁で回答が得られない件につきましては除きますので、特段

のご配慮をお願いいたします。 
 最初に、総務課の質疑を行います。 
 歳入に関する質疑につきましては、それぞれ所管の歳入項目についてといたしま

す。 
 歳出については、お手元に配布しております、費目ページ一覧表のとおりです。 
 質問者は、ページ数を最初に言いまして、質疑を行っていただきたいと思います。 
 質疑のある方は、挙手をお願いします。 
１０番 佐々木委員 

 １０ 番  先ほど総務課長が補足のときに、歳入を組み替えたというところの、組み替えの説

明をお願いしたいと思います。 
 委 員 長  総務課長 
 総務課長  歳入の部分で、変わった部分については、説明書のほうをご覧いただきたいと思い

ます。 
 説明書のですね、歳入の国庫補助金、１３ページをお願いいたします。 
 １３ページの総務費の国庫補助金の一番上、消防団設備整備費補助金、これがです

ね、令和２年度の分がですね、そのまま残っておりましたので、これを減額したのが

１件、１８万６千円。 
 それとですね、続いて１５ページをお願いいたします。 
 １５ページの農林水産費県補助金、それの中段よりちょっと下、農業振興対策事業

支援金２５０万円、これもですね、ちょっと昨年度の分がそのまま残っていたという

ことで、２５０万円を減額。 
 それと１８ページ、１８ページの雑入のですね、左側の上から３段目、多面的機能

支払交付金の返還金、これも２年度でですね、計上して２年度で受け入れております

ので、この分３件ですね、ちょっと３年度の部分で２年度が残っていたということで、

ちょっとこれを３件削除をさせていただいて、財政調整基金、基金繰入金の財政調整

基金が６２７万３千円、予算説明会のときよりはですね、増額になっているという予

算の組み替えというか、修正でございます。以上です。 
 委 員 長  ７番 大蔵委員 
 ７  番  １５０ページ予算書、先ほど補足説明が、地方債の件でありましたけれども、今年

度、前年度、２年度のことですかね、災害復旧費が災害当初よりも上がっていると。

今後ともこれは上がっていくのか、お聞きします。 
 委 員 長  総務課長 
 総務課長  表を見ていただきましたら分かりますが、災害復旧事業費については、前々年度か

ら前年度に比べて５億ほど現在高が上がっております。 
 ３年度についてはですね、この表のとおり、今のところ１億２，４００万円。これ
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がですね、同意額の年でやっておりますので、３年度まだ２年度の事業とか明許繰越、

事故繰越等を行っておりますが、これについてはですね、実際に借り入れる予定の金

額等いろいろ書いております。この数字に基づいていきますので、来年度である程度

災害についてはですね、目途が立つというのであれば、今後は、借入の分はなくなっ

ていくという形になりますので、増えていくというのは、ちょっと災害についてはで

すね、見込みが取れないものではございますが、２９、３０、３１年、２年災までご

ざいますが、その分については、今後はですね、減っていくというか、なくなってい

くものでございます。 
 委 員 長  ７番 大蔵委員 
 ７  番  併せて一般単独事業債、これも増えていますね。 

 うちの東峰村としての財政規模として、この地方債の残高、健全な残高は大体どの

くらいだとお考えでしょうか。 
 委 員 長  総務課長 
 総務課長  現在高に対する適正な残高というのは、非常に把握というかですね、状況が分析し

にくい部分があります。 
 実際、公債費比率とかですね、実際、年間にどれぐらい償還をしているかの部分で、

今のところ一桁の５．９まで健全化している。 
 ただ、来年度以降ですね、また上がっていく、ただ、いわゆるイエローとかレッド、

危険ゾーンまではですね、いくところではございませんので、今以上にですね、償還

と借入れがとんとんと言ったら申し訳ないんですけど、が、そこまで増えないような

形で、事業についてはですね、行っていかなければいけないというふうに考えている

ところであります。 
 委 員 長  ７番 大蔵委員 
 ７  番  財政健全化を心配するときに、いつも思うんですけど。 

 うちの村は自主財源、ほとんどというか、１割、２割でしたっけ、そういった中で

役場の職員の方が、うちは健全だとか、なかなか言わないほうがいいと思うんですよ

ね。うちはほんと財源がないので、何ですか、できる限りの削減を行っていると、そ

ういった方向で考えていかないと、うちは過疎債があるから大丈夫だとか、そういっ

た考えじゃなくて、なるだけ起債を減らすような方向で願いたいと思いますが、いか

がでしょうか。 
 委 員 長  総務課長 
 総務課長  必要な財源並びに、やっぱり活性化等、地方創生等でですね、特に一般単独事業債

については地方創生の関係、拠点整備交付金とかですね、そういった部分の補正予算

債等ですね、借り入れた分がこの金額に入ってて、ちょっと増えているという部分は

ございます。 
 一応財政の状況については、村としてはほぼ１．０２とかですね、１割ほどの自主

財源しかございません。これについては財政状況等をですね、秋口に出しておりまし

て、その中で、やっぱり厳しい状況というものはお伝えをしているところでございま

すが、村の運営上ではですね、厳しいとは言いながらも、やっぱり財政の状況を見な

がら、集中と選択と言いますか、投資する分についてはてすね、きちんとやっていく。 
抑えていく部分については、ちょっと災害以降、ちょっと皆さんいろんな方が来て

いる関係でですね、ちょっと締め付けと言ったらあれですけど、予算のですね、物件

費等が少し伸びている部分がございますので、この辺りについてもきっちり来年以降

はですね、適正化をしていきたいというふうに思っております。以上です。 
 委 員 長  ４番 高橋委員 
 ４  番  説明書の１０ページをお願いします。歳入です。 



8 
 

 ７款１項地方交付税について、お尋ねします。 
 昨年、２０２０年に国勢調査が行われたかと思います。５年前に比べて、さらに人

口が減ったような、おそらく数値が出ているかと思いますが、その人口が減ったこと

による地方交付税の影響というのはあったのかどうか、お尋ねします。 
 委 員 長  総務課長 
 総務課長  国勢調査につきましては、ちょっとまだ速報が出ておりませんので、どれぐらいの

減少かはありませんが、来年度の地方交付税から、やっぱり人口が減少した分にかか

る単位数値については、やはり減っていくというのは現実にございます。 
 ただ、来年度の地方財政計画の中で地方交付税については、５％程度の伸びの総額

を確保していただいている部分と、人口急減に対する補正がですね、昨年からちょっ

と増えております。 
 今年の実績等を勘案してですね、今の１２億５００万円という数字を出させていた

だいているところでございます。 
 委 員 長  ４番 高橋委員 
 ４  番  この地方財政計画の大枠によって、自治体の増減というか出てくるので、一概にそ

の、何がどうなのかというのが言いにくい部分があると思うんですけど。 
 先ほどの大蔵委員の部分につながるんですけれども、今後公債費の、要は返還とい

うかですね、額が増えていくかと思います。 
 交付税措置されているものに関しては、需要額の部分で上乗せしてくるので、見た

目上地方交付税がまたさらに増えた形にはなるけれども、実質は公債費の返還という

かですね、でなっているので、その辺が、見た目は増えているけど、どうなのかなと

いう部分が出てくるんですけれども。 
 実際、まださらに見た目の地方交付税というか、増えていくような形になっていく

のでしょうか。 
 委 員 長  総務課長 
 総務課長  先ほどの地方財政計画の中でのですね、地方交付税の枠というものは増えておりま

すというか、３年度については２年度に比較して確保されております。 
 今後についてはですね、ちょっと国の関係、今、コロナの関係もあって、景気の後

退とかですね、いろいろございます。 
 ただ、景気の後退があるときこそ、国は地方への財政を確保しなければいけないと

いう方針でしていただいておりますので、減るという部分については、ないのかなと

いうふうに、今のところ財政としてはですね、考えているところでございます。 
 委 員 長  ４番 高橋委員 
 ４  番  この地方交付税について、もう一つお伺いしたいのが、地方創生ということが始ま

ってから、それに関わる地方創生分に換算される部分というのが、地方交付税の中に

内包されていたと思うんですけど、現在でもそういうものというのは付いているんで

しょうか。 
 委 員 長  総務課長 
 総務課長  地方創生分についてはですね、交付税の中で、地域の元気創造枠ということで、村

としては９，０００万円、約１億円という話をですね、ここ数年行っておりました。 
 国のほうの財源としては１兆円でございますが、来年度もですね、１兆円を確保し

ているという形で説明があっておりますので、これについては、来年については前年

同様の額が創生額として確保はされております。 
 委 員 長  ７番 大蔵委員 
 ７  番  関連です。地方交付税なんですが。 

国会が始まりまして１月に３月補正が終わりました。そして、そのときの話では、
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１５カ月予算だということでございます。 
 そういったことであれば、この交付税というのは増えてくるのかなと思っておった

ところが、そんなに増えてない。 
 だから、この前総務課長が言われたように、後で補正で上がってくるかもしれませ

んみたいなことを言われていましたけど、これはどんなふうになっているのか、お聞

きします。 
 委 員 長  総務課長 
 総務課長  すみません、１５カ月予算という部分が、ちょっと申し訳ございません。自分が、

その辺の国の動きを把握しておりませんでしたが。もう一度質問をいただければとい

うふうに思います。 
 委 員 長  ７番 大蔵委員 
 ７  番  通常国会が１月から始まりまして、１月末に国の第３次補正が可決されました。 

 それは、私は年度内に使ってしまうのかと思ったら、あれには、村には来てないで

すね。補正予算が、第３次補正があった分のお金が地方には来てない。 
 だからその分が、１５カ月と計算して、今回の地方交付税に計算されるのか、計上

されるのかと思ったら、あんまり上がってないから、それは加算されてないのかなと。

そこ辺が分かればお願いします。 
 委 員 長  総務課長 
 総務課長  申し訳ございません。 

 普通交付税、地方交付税に関しては、一応特別会計という扱いになっておりますの

で、あまり影響というかですね、は、ないというふうにご理解ください。 
 ３次補正の分についてはですね、いろんな明細いただきましたが、いろんな事業、

国・県等のですね、道路、河川、公安等の事業の前倒し、またコロナウイルス対策の

地方創生臨時交付金という形で、村のほうにもですね、６，２００万だったですかね、

内示がされております。 
 これは、一応企画のほうからご説明があったと思いますが、国のほうからはですね、

元より繰越しで行うということで、村としては来年度の予算、たぶん６月補正になる

と思いますが、そこで対応したいというふうに考えているということで、そういった

部分で言えば、今、１月に出た３次補正についてはですね、来年度使うお金が、あの

ときに可決をされているというふうにご理解いただければと思います。 
 委 員 長  ６番 髙倉委員 
 ６  番  説明書の２２ページ、財産管理費の中で、宝珠山駐在所敷地造成工事というのがあ

ります。 
 これは、造成工事をしていただきまして、その後、駐在所の建設は計画がなされて

いるのかを、お聞きしたいと思います。 
 委 員 長  総務課長 
 総務課長  この分については、警察署または警察本庁とですね、協議を行っております。 

 まず、協議の土台に上がる原則として、土地がきちんと使える状態になっているこ

とというのが、一つの原則というふうに言われておりますので、まず、村のほうで造

成を行うという形で、今回予算を計上させていただいているものでございます。 
 一応流れといたしましては、県の概算要求が９月以降ぐらいになりますので、それ

までにですね、造成を終わらせることで、初めて県の本部のほうとのですね、年度明

けてから協議には行くんですが、その見込みにおいて、県のほうで建設を行うという

形で要望等をですね、朝倉警察署のほうから県の本部のほうに行っていただくという

ことになっております。 
 ただ、出たからといって、来年度にできるかというのは、まだちょっと確約はでき
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ておりませんので、まずは、今回の造成については、そういう協議のですね、土台に

乗るための費用ということで計上させていただいております。 
 委 員 長  ６番 髙倉委員 
 ６  番  ２３ページ、交通安全対策費、これは、工事関係のことですので、ここで聞いてい

いのかどうか分かりませんが、間違っていたら、そこは違いますと言ってください。 

 今、工事が、国道がかなりしていただいております。 
 それでですね、平日はガードマンというんですか、警備員さんがおって車両の行き

来を指導しているんですけど、土日はいないんですよね。 
 近ごろかなり車が多くなりまして、土日にものすごく渋滞が発生している箇所が非

常に多いんですよね。これはどうにかならないのかと思いまして、ちょっとお聞きし

ております。 
 委 員 長  総務課長 
 総務課長  国県道、特に国道ですね、信号で片側交互通行の部分につきましては、建設水道課

または災害対策室のほうでですね、１回答弁はさし上げたと思うんですけど、土日も

行楽期等で車両の通行が増大するときにおいては、県土整備事務所等にですね、警備

員を立ててほしいという要望を出しているということで、秋口は確か土日、警備員さ

んが立っていたというふうに思っております。 
 ちょっと今の状況はですね、それを踏まえて、また要望するなりになるとは思いま

すが、ちょっと総務課のほうでは、その辺りの状況は把握しかねますので、すみませ

ん、後のほうでお尋ねいただきたいと思います。 
 委 員 長  ６番 髙倉委員 
 ６  番  ４９ページ、非常備消防費。 

 この予算と直接関係あるのかどうか分かりませんが、今度団長が変わられるという

ことを聞いておりますけど、こういうことは議会とかには報告の義務はないんですか

ね。 
 委 員 長  総務課長 
 総務課長  法的とか規則における根拠という部分の説明を求められると、ちょっと困ります

が。前回、伊藤副議長が団長のときには議会のほうから選出するという形で、ご報告

をしたのかなというふうに思っております。 
 通常の場合は、消防委員会等の推薦において、村長が任命するという形で、入退団

式等においてですね、任命をするという手続きを取っておりますので、事前に議会に

説明をするということはなかったかというふうに思っております。 
 委 員 長  ４番 高橋委員 
 ４  番  歳入の説明書の１７ページ、基金繰入金について、お尋ねします。 

 区分１４節の合併振興基金繰入金についてです。 
 近年この合併振興基金繰入金が年々増加しているかと思います。昨年が３，２９７

万８千円で当初予算計上されておりますが、さらに１，６００万、７００万近く上が

っておりますが、今回のこの当初予算において、合併振興基金何に使われているのか、

概要を教えていただけますでしょうか。 
 委 員 長  総務課長 
 総務課長  合併振興基金につきましては、ちょっと細かくなりますけど、地域交通対策に関す

る物件費、美しい村づくり事業でウォーキングマイレージが地方創生のですね、推進

交付金事業が昨年度終わっておりますので、その分について、村民の健康増進という

形で、今回ですね、ちょっと上げさせていただいている部分、あとはイベント等ので

すね、補助金、また観光のところのイベント補助金ですね、こういった部分に対して、

旧村の均衡ある発展また新村の一体化の情勢という形で、新村計画に上がってある事
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業に対してですね、ソフト事業でございますが、その分に充てているという状況でご

ざいます。 
 委 員 長  ４番 高橋委員 
 ４  番  ぜひ、この議会中にその明細を出していただけますでしょうか。どういう事業にい

くら使われているのかという部分ですね、かなり近年増加して、合併振興基金で使え

るものは合併振興基金で使っていくという流れなのかなと。財政調整基金を切り崩す

のではなくという、なんとなく感じが受けますが、その明細をぜひ見させていただき

たいなと思いますが、大丈夫でしょうか。 
 はい。 
 すみません、別の質問をさせていただきます。 
 説明書の２２ページ、お願いいたします。 
 ２款１項５目、財産管理費の中の工事請負費、旧役場庁舎解体に関してですけれど

も、解体された後は、その敷地は一体何か使用目的があるのでしょうか、ないのでし

ょうか、お尋ねします。 
 委 員 長  総務課長 
 総務課長  旧役場につきましては、一部ちょっと活用の計画等もあるのはあったんですけど、

ちょっとその計画がなくなりましたので、建物といたしまして、裏側に回りますと、

もう壁が壊れているとか、非常に倒壊の危険があるということで、今回、解体のほう

をさせていただくというもので、解体した後については、今のところの活用計画とい

うのはございません。 
 委 員 長  ４番 高橋委員 
 ４  番  確認しておきますと、周囲に危険が及ぶので、危険除去という意味合いで解体とい

うことでよろしいでしょうか。 
 委 員 長  総務課長 
 総務課長  そのとおりでございます。 
 委 員 長  ７番 大蔵委員 
 ７  番  予算書９５ページ、２款１項１目１節の報酬ですね。 

 会計年度パートタイム、これ予算上がっています。 
 今回３月の補正で、学習支援員は県費でということで１，０００万の補正の減額が

あっておりました。 
 今回、ここは１，０００万ぐらい増額になっておりますけれども、この支援員が入

っているのか、それともこの増えた要因は何か、お聞きします。 
 委 員 長  総務課長 
 総務課長  パートタイムの１，０００万ほどの増額につきましては、予算説明会の折にも一応

説明はさせていただいたかと思います。 
 一つは診療所ですね、看護師が、今、再任用で来られている方が、再任用の期間が

切れて退職されますので、その補充として、会計年度任用職員を２名入れるというこ

とで、２名分の増額ですね。 
 あと、先ほどの県費の支援員の方でございますが、一応災害加配という形で、２年

度まで県のほうで負担していただいておりました。来年度については、ちょっとまだ

協議中ということで、まだ決まってないということではございますが、その方たちが

ですね、もし県費がなくなっても、村費のほうで当たられるように。それがですね、

ここ数年ずっと県費のほうでしていただいておりましたので、その報酬額ですね、を

県のほうと相談しましたら、やはり県のほうがだいぶ高く出しているということで、

さすがにその金額に合わせないと、村としても村費になったときにですね、その学校

の先生、講師の方に来ていただきづらいということで、ちょっとその金額を調整した
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りしてですね、やはり増額になっているということでございます。 
 委 員 長  ４番 高橋委員 
 ４  番  ちょっとそこに関連することで、説明書の２１ページの一般管理費の会計年度任用

職員の報酬についてですが。 
 スクールサポートスタッフ２名と学習支援員２名に関して、９款のほうではコロナ

予算を充当というか、その予算の分でという話もあったんですが、この２名、２名に

関しては、通年の任期で採用されるというかですね、なのかどうかお尋ねします。 
 委 員 長  総務課長 
 総務課長  このスクールサポートスタッフ２名、学習支援員２名につきましては、教育課のほ

うからの協議の中で、今年度はですね、県費のほうで出していただいたという、１名

でしたかね、出していただいた。あと残りの分をコロナで出したという話の中で、来

年度以降県のほうの支援が、学校で１９学級以上じゃないと対象にならないとかいう

話を、教育長が話されていたと思いますが、そういった中で、どうしても村費のほう

で対応してほしいということで、これが会計年度任用職員という形で任用を行ってお

りましたので、ちょっとコロナのほうが不確定でしたので、一旦一般管理費のほうで

予算を計上させていただいております。 
 一応コロナのほうの対象になるのであれば、もうこの金額をですね、そのままコロ

ナの実績のほうに振り替えて出すという形で、企画のほうとは協議をしているところ

で、最終的にはコロナの予算のほうから、交付金の中でですね、できるというふうに

考えているところです。 
 委 員 長  ４番 高橋委員 
 ４  番  総務課に聞くのもあれなんですけれども、このスクールサポートスタッフも学習支

援員に関しても、これはコロナのときだけのことで、こういう役職を作っているとい

う意味合いで考えていていいでしょうか。 
 委 員 長  総務課長 
 総務課長  任用等の職務の内容等に関わりますので、教育課のほうにお尋ねいただきたいとう

ふうに思っております。 
 委 員 長  ４番 高橋委員 
 ４  番  もう１点、お聞きします。 

 説明書の２３ページ、お願いいたします。 
 ２款１項９目交通安全対策費の中の高齢者急発進防止装置設置促進事業、踏み間違

い防止装置についてなんですけれども、この事業、鳴り物入りでというかですね、当

時の社会背景でこれを創設したんですが、なかなか設置される方が伸びないという感

じなんですが、これ、なぜ伸びないのかというのと、それを踏まえての予算設定にな

っているのか。 
 この予算設定するなら、もう少し呼びかけをしないといけないのか、その辺につい

てお尋ねします。 
 委 員 長  森山主査 
 総務課主査  高橋委員が今、ご質問のあったとおりですね、昨年度からこの事業始まっておりま

す。 
 まず、なぜ伸びないかということに関しましてはですね、この制度を東峰村はいち

早く、福岡県内でも早くですね、補助制度作ったんですが、それを追いかけるように

国の制度としてですね、各車の販売、正規ディーラーさんとかですね、事前に車を購

入する際に、この補助金をセットでですね、国のほうとディーラーのほうで補助金制

度ができてしまいました。 
 ですので、うちの制度を使う前に、もう車を購入時点でですね、この補助金を使う
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と併用ができませんので、新しく車を買う方に関しましては、もう先に違う補助金を

使って付けられていると。 
 ただ、東峰村としてもですね、今年度予算計上しております。昨年度は残念ながら

１件だけですね、申請があっております。ですので本年度もですね、また４月に広報

誌等とテレビでですね、こういった制度があるということを再度周知していくところ

でございます。 
 説明は、以上でございます。 

 委 員 長  ４番 高橋委員 
 ４  番  この予算措置に関しては、何件分予算を設定されているのか、前年１件に対して９

５万という予算の設定が妥当なのかどうなのか、プラスしまして、この村内において、

そういう対象となる台数であったり、対象となる方の人数であったり、そういった部

分は把握されているのか、お尋ねします。 
 委 員 長  森山主査 
 総務課主査  ご質問の内容に関しまして、まず、最初に、対象となる台数に関しましては、もち

ろんうちの条件としてはですね、既に持っている車で、この装置が取り付け可能な車

というのが、年式によって違うというのを確認しております。 
 ただ、その年式の車を何台持っているかに関しましては、うちは軽自動車は把握し

ていますけど、普通車に関しましてははかりかねますので、概数の中でこの金額を上

げているところでございます。 
 今年度が１件出ておりますが、その中での９５万という予算に関しては、ちょっと

例年どおりで上げさせていただいているとおりでございます。明確に何台というのは

出せておりません。申し訳ございません。 
 委 員 長  ないようですから、企画政策課に移ります。 
 休  憩  
 委 員 長  １０時４５分まで休憩します。 

（１０時３３分） 
 再  開  
 委 員 長  休憩前に引き続き、再開します。 

（１０時４５分） 
 委 員 長  企画政策課の質疑に移ります。 

所管のページは、お手元に配布しております費目ページ一覧表のとおりでありま

す。 
質疑はありませんか。 

４番 高橋委員 
 ４  番  説明書の２２ページをお願いします。 

 ２款１項６目企画振興対策費のほうしゅ楽舎運営支援業務委託費５００万につい

てです。 
 今年度も再び実施設計に向けて検討を重ねていくということで、説明を聞いており

ますが。 
 ５００万という委託費、また付いております。５００万の内訳ですね、何に５００

万円ほどかかるのか、検討委員会を開いて、実施設計や造成費等は、もう令和２年度

の予算で付いておりますが、それ以外にまたコンサルの費用として５００万かかると

いう部分の内訳をお願いします。 
 委 員 長  泉係長 
企画政策課係

長 
 こちらの運営委託料ですけれども、来年度、令和３年度はですね、ほうしゅ楽舎の

運営計画を詳細に検討していく予定になっております。 
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 委 員 長  ４番 高橋委員 
 ４  番  運営計画を立てるだけで、一本で５００万というような発注の仕方をされるんでし

ょうか。 
 委 員 長  泉係長 
企画政策課係

長 
 申し訳ありません。 
 運営計画と実施設計を進めていきますけれども、実施設計の流れと言いますか、こ

ういう調整とか、そういうことも含んでおります。 
 委 員 長  ４番 高橋委員 
 ４  番  大体５００万という部分の積算根拠というのがないと、５００万という数字出てこ

ないと思うんですけど、それが運営計画というもの一本で、この積算根拠が成り立っ

ているのでは、ちょっと予算とは言い難いのかなと思うんですが。 
 これまでも大体ゲストハウスの建設であったり、そういった部分に関しては、なん

とかの構築費とか情報誌作成委託料、一本でこういう委託費というのは出てきたこと

もありますけれども、運営計画のみでこの部分というのは、何となく理解がしがたい

んですけれども、どういう積算をされて５００万という数字を出されたのか、お尋ね

します。 
 委 員 長  泉係長 
企画政策課係

長 
 こちらのほうですけれども、積算に関しては、詳細にはまだ今後になりますけれど

も、大体今までの経緯からしますと、三百数十万から四百数十万までかかっておりま

したので、それを基に積算をいたしております。 
 委 員 長  ４番 高橋委員 
 ４  番  ちょっとその、いつも常々やっぱりコンサルに頼むのが、なんでこんなに高額なん

だというのは言われてはいるんですが。もちろんコンサル屋さんも人件費を出してで

すね、やられるので、理屈は分かるんですけれども、何を頼むということに対して、

いくらでという、これと、これと、これをしてくださいという根拠がない限り、やっ

ぱり予算て立てられないと思うんですけれども、あまりにもざっと、ばっとしすぎて、

この５００万というのが出てきすぎじゃないんでしょうか。 
 一応まだ委員会、期間がありますので、委員会中になぜこの５００万というのが出

てきたのか、詳細をお願いいたします。 
 委 員 長  泉係長 
企画政策課係

長 
 この設計と言いますか、委託の仕様書に関しては今後作りますけれども、内容的に

は運営計画それから実施設計等の調整を、予定をしております。 
 金額に関しては、前回までのですね、委託費を基にですね、積算したところであり

ます。 
 ただ、見積もり等はですね、今後取っていく予定になっておりますので、その中で

金額に関しては決まっていくものと考えております。 
 委 員 長  ４番 高橋委員 
 ４  番  金額の根拠を示していただきたいなと思います。 

 言葉だけの説明では、この５００万という意味が全く分からないんですよね。 
 前年踏襲と言われるのであれば、前年いくら、どうかかっているのかという、その

明細を出してください。 
 委 員 長  泉係長 
企画政策課係

長 
 そうですね、前回までの委託関係のですね、明細を後日提出させていただきます。 

 委 員 長  ６番 髙倉委員 
 ６  番  説明書の２６ページ、地域おこし協力隊の支援事業の中で、現在８名、次が１２名
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というふうに書かれております。 
 これは、改めて今この場で、どこに何名、どこに何名ということをお知らせしてい

ただきたいと思います。 
 委 員 長  企画政策課長 
企画政策課長  まずですね、現在の隊員でございますが、８名おりまして、地域情報に関する活動

をしておる者が１名、保育所の補助、保育園事務に関する業務が１名、里山アクティ

ビティスタッフということで、棚田のほうに１名、ライスセンター事業の業務支援が

１名、里山マネージャーということで、これは棚田に関するプロジェクトが１名、そ

してケーブルテレビ、東峰テレビ運営に関する活動が１名、つづみの里ギャラリー販

売業務支援ということで１名、そして、古民家ヴィラ、里山カフェ運営スタッフが１

名ということで、現在は８名活動をしております。 
 予算計上しております、あと４名でございますが、今、ふるさと納税支援業務が１

名、ポーン太の森支援業務が１名、水源の森交流館運営業務支援が１名、そして、小

石原焼の販売促進、地域商社設立ということで、この４名をですね、追加した形で、

１２名予定をさせていただいております。 
 委 員 長  ６番 髙倉委員 
 ６  番  同じく２６ページ、これでいいんだろうと思いますけれども。 

 昨年、移動スーパーを動かしましたよね。今年はこの中に、何も予算の中に入って

ないようですけど、今年はやらないのですか。 
 委 員 長  企画政策課長 
企画政策課長  昨年行いました移動スーパーの件でございますけども、皆様の議案書のほうの４０

ページの繰越明許費、この中の上から２段目、緊急経済対策地方創生臨時交付金事業、

この中にですね、昨年できなかったものを、繰越しとして活用させていただく予定に

しております。以上でございます。 
 委 員 長  ６番 髙倉委員 
 ６  番  今年も継続するということでございますが、これですね、村民からの指摘。 

 昨年実施されました移動スーパー、停車するところは確か決まっていたと思います

が、そこはどこと、どこと、どこだったのかを、再確認のため教えてください。 
 委 員 長  企画政策課長 
企画政策課長  昨年実証をさせていただいたポイントでございますが、各公民館を主体にですね、

昨年は大字小石原、大字小石原鼓と宝珠山、福井というような形に分けてですね、各

公民館を主体にですね、停車をさせていただいております。以上でございます。 
 委 員 長  ６番 髙倉委員 
 ６  番  停車するところは確か決まっていたと、そういうことでございます。 

 ところがですね、聞いた話では、個人の駐車場に停車して、販売を行っていたそう

です。その駐車場の方がですね、販売車が来ているので、車が来てるので買い物に来

んねと、近所の方に連絡をしたそうです。 
 先ほどちょっと前田課長補佐からお聞きしたんですけれども、サンピットバリュー

の社長とそこの駐車場の方が懇意にしておって、村が指定した販売は終わったから、

うちで販売してくれということでやったそうです。 
 こういうことをやっておったらですね、いくら友だちだろうが知り合いだろうが、

個人的にこういうことをやっていたら、村民の方がそこまで分からないわけですよ

ね、当然。 
 こういったことをやっちゃいかんのじゃないかと、私は考えております。こういう

ことをやるんであれば、もう村に来んでくださいと、私は個人的には言いたくなりま

す。 
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 そうしないと、村民の方々に不満を持たれるようなものであれば、せっかくの村が

計画したことが、なーんもならんごとなるわけですよね。そこのところはどのように

考えておりますか。 
 委 員 長  企画政策課長 
企画政策課長  議員ご指摘のようにですね、昨年度一番最終日でしたか、全行程が終了しました後

にですね、やはりそういった形で協力したいのでという申し出があってですね、確か

に止めさせていただいた経緯がございます。また、今後ですね、そういうことがない

ように注意していきたいと思いますし、今後はさらにポイントを細かくですね、でき

るだけ歩く歩数が少なくですね、買い物ができる場所あたりの選定をさせていただき

たいと思いますので、そういったことで、以後気を付けていきたいと思います。 
 委 員 長  ４番 高橋委員 
 ４  番  説明書の２６ページをお願いいたします。 

 ２款１項２６目地域おこし支援事業費の中のオイスカ支援委託料４万円×１２月

なんですが、これはどういったものになるのでしょうか。何に対する委託になるので

しょうか。お尋ねします。 
 委 員 長  前田課長補佐 
企画政策課長

補佐 
 オイスカ支援委託料ということで、今、オイスカのほうからですね、１人、ベンダ

イオ・サラザル・マキントゥラさんという方に来ていただいております。その方の活

動の支援とかですね、そういったことを委託として見させていただいております。 
 その中で、あと、ビザとかですね、そういった書類の関係とかですね、あと、この

方の給与からですね、この方の実家に振り込む関係とかの、活動分の委託料として４

８万円上げさせていただいております。以上です。 
 委 員 長  ６番 髙倉委員 
 ６  番  同じく２６ページ、下のほうの地域おこし企業人交流事業７６０万。 

 これは、確か昨年も入っておったと思いますけど、去年は、聞いた話では何も来ら

れてないという話でございます。 
 今年もこれが出ているということは、何かを目的にやらないと、せっかく予算組み

しておっても、また流れてしまうみたいな感じになると思います。 
 村として、どのような人を人材として呼ぼうとしているのか、来ていただこうとし

ているのか、そこのところの腹案があれば教えていただきたいと思います。 
 委 員 長  企画政策課長 
企画政策課長  昨年もですね、地域おこし企業人を計上させていただいておりましたけども、昨年

はやはりコロナの関係で、企業からの派遣というのはとても難しくなりましたもんで

すから、その辺で不用額という形になっております。 
 今年度につきましてもですね、企業からそういった人材を呼んで、まずは営業や専

門知識、あとはそういったブランド力をですね、都心にＰＲできたりとか販路を拡大

できたりとかですね、そういった人材をぜひ、こちらのほうに呼んでですね、その辺

は各課との調整をとりながら、今年度は実施してまいりたいと考えております。 
 委 員 長  ６番 髙倉委員 
 ６  番  ２７ページ、まち・ひと・しごとの中の、このバス借上料は企画課でよかったです

かね。違いますかね。 
 分かりました。その下の、まち・ひと・しごと創生事業費、この中で外部検証委員

とか報酬とかいろいろおります。これは、外部の方が東峰村のことをどのように検証

しているのか、よく分からないところが多いんですけど、これは、何か資料か何かあ

るんですかね。どういったことを検証しているのか、そういうものがあれば私は見た

いなと思うんですけど、そこのところはどのようになっておりますか。 
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 委 員 長  企画政策課長 
企画政策課長  これにつきましてはですね、ちょっと今手元に名簿があればと思って探しておりま

すが。 
 まち・ひと・しごとの総合戦略ということで、外部からですね、福大の教授、西日

本新聞社の朝倉支局長等ですね、あと村内の委員さん、合計７名で組織された外部検

証委員会でございます。 
 昨年についてはてすね、コロナの関係でちょっと開催できておりませんが、以前の

そういった会議録等ございますので、そういったことでお示しすることは可能でござ

います。 
 委 員 長  髙倉委員、そういうことでよろしいですか。 

 （「はい。」の声） 
 委 員 長  ７番 大蔵委員 
 ７  番  地域おこし協力隊にまた戻ります。 

 特別交付税として４００万来て、その中で、以前は２００万が報酬で、２００万が

活動費ということでございましたけれども、報酬が若干上がって、活動費が２００万

ないところで、備品購入等々があれば、実際一人当たりの活動費はどのくらいになっ

ているのか、お聞きします。 
 委 員 長  前田課長補佐 
企画政策課長

補佐 
 今、活動費一人当たり約２００万円ぐらい準備しております。 
 訂正します。 
 令和３年度がですね、上限が４７０万円までになっております。その中で活動費が

２００万ということで、一人当たり約３０万円ぐらいになっております。年間一人当

たり１６０万ぐらいですね。 
 委 員 長  ７番 大蔵委員 
 ７  番  １６０万。４７０万来て、４７０万来るんですよね、１人。 

 それで報酬が２００万超えたんですよね。その１６０万、今言った、その差額はど

こにいっているんですかね。 
 委 員 長  企画政策課長 
企画政策課長  ただ今、詳細なやつを見つけまして。 

 これがですね、国の交付税の申請をする段階で算定するものでございまして、報償

費等が約、途中入ったものもございますが、大体平均で２６０万程度。それにですね、

その他経費、活動経費等がですね、１６０万程度ですね。大体頭上限で４００万ほど

の交付税の請求をしております。 
 これにつきましては、１０月の段階での分と、あと見込みの分というような形でで

すね、交付税のほうは請求をさせていただいております。 
 委 員 長  ７番 大蔵委員 
 ７  番  この１６０万の中から、さっき言った、こういった燃料費とか家賃とか、そんなの

が出ているわけですよね。 
 そういった場合、実際の活動費、どのくらいになるのか、お聞きします。 

 委 員 長  前田課長補佐 
企画政策課長

補佐 
 すみません、詳細を出させていただきまして、あとで提出させていただきます。よ

ろしいでしょうか。 
 委 員 長  ４番 高橋委員 
 ４  番  同じく地域おこし協力隊についてです。 

 今回の予算で最大１２名採用となるとお聞きしましたけれども、この、要は、どう

いうふうに地域おこし協力隊を採用されるか、その施設というか、に当てるのかとい
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う部分についてお聞きしたいんですけれども。 
 大体今、指定管理施設にまた１人付いていくような形になっておりますが、今回、

そうではないところで、水源の森交流館のほうからも入っております。 
 そういった部分の要望が上がってきたら、大体受けるというふうな形なのか、一定

の基準、指定管理施設だからとか村の事業予算で付いている業務にあたる部分だから

とか、そういった何か基準があるかどうか、お尋ねします。 
 委 員 長  企画政策課長 
企画政策課長  そういった募集の詳細な基準というのは設けておりませんが、従来のようにです

ね、指定管理施設であったり村予算で建てたものあたりの業務の支援というのは、現

在の採用の業務内容となっております。 
 委 員 長  ４番 高橋委員 
 ４  番  もう１点、ポーン太の森キャンプ場が任意団体になっております。 

 基本的に会計処理等は個人事業主扱いになるのかなとは思いますが、そういった団

体にも今回、行政から派遣という形になるんですが、そういうことも形として、どう

いうふうに考えられているのか。 
 今までは法人が受けるということで、法人と行政ということでですね、やり取りを

やっておりましたけれども、任意団体でありますが、基本的には税制上個人とみなす

場合に、何かあった場合の処理等のことは考えられているのか、お尋ねします。 
 委 員 長  企画政策課長 
企画政策課長  確かに議員さんご指摘のようにですね、そういった施設は村の物であっても、中身

の運営がですね、全くそういった民間的なことになろうかと思います。 
 ですから、まず、その辺の基準あたりをですね、こちらのほうもきちんと整理して

いきたいと思います。 
 委 員 長  ６番 髙倉委員 
 ６  番  ４５から４６ページですね、美しい村づくり事業の中で、景観整備委託料で６００

万ほどあります。村有林等伐採委託とあります。 
 この村有林であれば別に問題ないんですけど、民有地は入ってないのでしょうか。 
 そして、もう一つお伺いしますけど、今度日田彦山線の沿線の草刈りをするという

ふうな話を聞きました。この中にも民有地とかはないのでしょうか。 
 もし民有地が入っておればですね、そこの持ち主の方が、自分は何もせんで、非常

に楽できるかなと思うんですけど、そこのところはどのようになっておりますか。 
 委 員 長  泉係長 
企画政策課係

長 
 こちらの中ですね、村有地が主なんですが、民有地もですね、入ってくることがあ

ります。 
 その場合はですね、民有地の杉等を切らせていただいて、村で買い取りをさせてい

ただくという形になっております。 
 その後にですね、広葉樹等を植えさせていただくという形で、今、数名と交渉して

実施をしているところがございます。 
 委 員 長  泉係長 
企画政策課係

長 
 日田彦山線の関係ですけれども、こちらのほうはですね、令和３年度に詳細な計画

を立てるようにしております。 
 その中にですね、今のピックアップしているようなところがあるんですが、その中

に民有地がございます。 
 その点に関してはですね、今後村でどのように整備をしていくのか、令和３年度に

計画を立てていく予定です。 
 委 員 長  ６番 髙倉委員 
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 ６  番  民有地が入って、そこを、はっきり言って、村の財政で片付けてやるみたいなこと

になると思いますので、これは、やはり他の村民の方からね、不平不満の出ないよう

に、上手にやっていただきたいと思います。そこのところをよろしくお願いしておき

ます。 
 委 員 長  ４番 高橋委員 
 ４  番  先ほど、民有地の部分は買い取りということでありましたけれども、その買い取り

の価格ですね、その価格に関しては、要は、木を切る部分にかかった経費というのを

差っ引いて買い取り価格というのを出しているのか。もう単純に、災害のときとか、

何か事業を行うときの立木補償と同等の額が払われている。そういった感覚でよろし

いんでしょうか。どちらでしょうか。 
 委 員 長  泉係長 
企画政策課係

長 
 今のところですね、報償費という形でお支払いをさせていただいております。 
 あと、村のほうがそのまま買い取って、販売をさせていただいているという形にな

ります。 
 委 員 長  ４番 高橋委員 
 ４  番  その販売した額とかというのは、予算上上がってきているのでしょうか。 

 歳入の中で、一応立竹木売払収入というのが入っていますが、この１２０万で収ま

るような話なのかなと思ったりしますが、村有地の部分の、切った部分を合わせると、

なんかこれで収まるのかなとも思いますが、入ってますか。 
 委 員 長  泉係長 
企画政策課係

長 
 この予算上におきましては、このぐらいなんですが、実際ですね、どのぐらい入っ

てくるかというのは、計画を立ててみないと分かりませんので、令和３年度に詳細な

計画を立ててから、実際の歳入額等もある程度の額が出てくると考えております。 
 委 員 長  ４番 高橋委員 
 ４  番  今までも確か景観整備、岩屋公園周辺を切られているかと思います。その部分も民

有地があったのか、どうなのかというのと。そのときの処理も、今回と同様の方法で

したのか。その場合の収入も予算上で上げられたか、決算ですね。しているのかどう

か、お尋ねします。 
 委 員 長  泉係長 
企画政策課係

長 
 今までもですね、民有地等が数件ございます。その点に関しては、歳入でですね、

村の決算のほうに入れさせていただいております。 
 委 員 長  ４番 高橋委員 
 ４  番  最後にお尋ねしたいんですけれども。 

 説明書の２５ページ、２款１項２２目光地域情報通信費の中の東峰テレビについ

て、お尋ねします。 
 現在、地域おこし協力隊２名体制で行われていて、次、また今度の夏に１名任期切

れで退任されるということで、もう１年、また新規で地域おこし協力隊を取られると

いうことで、地域おこし協力隊が２名ずっと続くような形になっているかと思いま

す。 
 基本的にはやはり地域おこし協力隊で来たら、何かそういう業務に携わっていただ

いたりという流れのほうがスムーズなのかなと思いますけれども、現状その業務を行

うにあたって、続けるにあたって、なかなか地域おこし協力隊２名で人件費が、そち

らで回さないと足りないという状況なのかなと思ってしまうのですが。 
東峰テレビの今後の運営の方法についてですね、やはり地域おこし協力隊２名を継

続しなければならないのかどうか、お尋ねします。 
 委 員 長  泉係長 
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企画政策課係

長 
 昨年ですね、１１月から東峰テレビの番組の改編を行っております。 
 その中でです、更新頻度が少し今まで長すぎたということで、もう少し短くしてほ

しいという東峰テレビの審議会等のご意見を伺った中で、今のような形の番組にして

おりますけれども。 
 今のところですね、１週間に１回、番組を新しく作るという形にしております。そ

の中で、ちょっとどうしても今までの人員では足りないという話が出てきましたの

で、協力隊を１名増やして２名にさせていただいて、現在の人員配置になっておりま

す。 
 今の状況のですね、番組制作を続けていくということですと、今のような人員が必

要な人数ではないかなということで、村のほうでは考えております。 
 委 員 長  ４番 高橋委員 
 ４  番  なかなかその地域おこし協力隊が特別交付税措置されるので、人件費が、村から支

出する分がない、要らないという部分があるので、制度上使いやすい部分があるんだ

と思います。 
 ただ、やはり東峰テレビが自立していく上で、この３年刻みで人が代わるというや

り方が本当にふさわしいのかどうか、その辺はどう思われているのでしょうか。 
 委 員 長  泉係長 
企画政策課係

長 
 確かに人がどんどん入れ代わっていくというのは、番組制作の考え方として続かな

い点があると思いますけれども、どうしてもやっぱり今の仕事の番組の制作の体制か

らいきますと、今の人数が必要だということです。 
 あと、協力隊に頼らないということになりますと、村の手出しの予算からという形

になりますので、その辺がちょっと村の財政的には少し難しいのかなと思っているん

ですが、なかなか東峰テレビ自体でですね、お金を稼いでいくというのも難しいとこ

ろがございますので、今のところは協力隊に頼っている状況であります。 
 委 員 長  ４番 高橋委員 
 ４  番  最後に、協力隊を採用される際にですね、もうこの東峰テレビに関しては、ずっと

この協力隊を回していくということであれば、要は、３年経った後に東峰テレビに残

るという選択肢はほぼないということですよね。現状のところで言うと。 
 残ろうとしても、それにあたる人件費を出してくれるあてがないという話であれ

ば、来たけれども、３年後の先にここの居場所がないという、そういった形で、協力

隊を本当に募集をしていいのかどうか。 
 今の形のまま募集するのであれば、あなたは３年間だけこの東峰テレビで働くこと

ができます。その後はどうぞご自由にといった部分を、必ず協力隊にお伝えして採用

していただきたいなと。 
それを込みで、含んで採用していただかないと、やはりせっかく来たにもかかわら

ず、何か３年経ったら捨てられたみたいな形に、やっぱ思われてしまいます。せっか

く学んだ３年間というのをやっぱり生かしていただくためにも、しっかりと明示をし

ていただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。 
 委 員 長  副村長 
 副 村 長  ちょっと高橋委員のほうはですね、誤解をされているのではないかと思いまして、

私のほうから答弁をさせていただきます。 
 東峰テレビも含めましてですね、基本的には地域おこし協力隊を採用する際はです

ね、勤務していただく場所で３年、１年、人によっては１年、２年、３年、それぞれ

ございますけれども、卒業後もその団体若しくはその事業者のほうでですね、採用を

していただく。このことをお願いした上での採用ということでさせていただいており

ます。 
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東峰テレビについてもですね、３年卒業する場合にはですね、引き続き東峰テレビの

関係の事業に就いていただく。そういうお約束で地域おこし協力隊を採用させていた

だいておりますので、決してですね、３年間、言葉は悪いですけれども、切り捨ての

ようなことをおっしゃられましたけれども、そういうつもりは毛頭ございませんで、

基本的にはその事業者で継続して働いていただく、これが前提でございます。以上で

す。 
 委 員 長  ６番 髙倉委員 
 ６  番  副村長、今の話ね。 

 ということはですよ、先ほどから企画政策課の人が言っているように、辞められて、

東峰テレビに勤められればそれが一番いいですよね。 
 でも、東峰テレビは、それ雇う資金がないじゃないですか、でしょう。 
 それなのに、じゃあどこで、あなたは簡単に言いましたね。その関連の仕事をして

いただければよいとか。どこで働くんですか。そのお金は誰が作るんですか。自分で

作らなきゃいけないんですか。 
 それを、自分でもし考えて作るとなると、それは相当のエネルギーが要りますよ。

そこまで考えて今の発言をしたんですか。 
 委 員 長  副村長 
 副 村 長  東峰テレビについてはですね、現在村のほうから株式会社プリズムさんのほうに委

託をさせていただいております。 
 私が先ほど、東峰テレビ関係ということで申し上げました。卒業後についてはです

ね、現在村のほうで委託をされている株式会社プリズムさんのほうでですね、雇用を

お願いしたいと。そういうつもりでですね、地域おこし協力隊のほうには来ていただ

いております。以上です。 
 委 員 長  ６番 髙倉委員 
 ６  番  プリズムで雇っていただければいいですよ。今まで雇っておられる方は何人おられ

ますか。 
 もうここ何年、１０年過ぎましたよね。それなのに残っている人は１人でしょう。

ずっと勤めておられる方は。ということは、プリズムさんも資金がないわけですよね。

そういったことを考えて、今の発言なんですか。 
 プリズムさんにしたって、それは今まで３年間働いてもらって、いろいろ覚えても

らって、勉強してもらって、せっかく役に立つようになっても、雇いきらないから結

局辞めていってしまうんじゃないですか。 
 そこのプリズムさんに委託料として７００万近くのお金をさし上げておりますけ

れども、その中から捻出しなきゃならないということになりますよね、当然。 
 これ３人ということになると、非常に難しくなるんじゃないですか。 
 問題は、雇える資金力がないということでしょう。それを簡単にプリズムさんで雇

っていただければいいと。 
 それはおそらくプリズムさんも雇いたいと思っておると思いますよ。せっかく３年

間とか２年とかで勉強して、いろいろ役に立っていた人ですからね。 
 じゃあ、この資金はどうするんですかと。それをプリズムさんと相談したことあり

ますか、一度でも。 
 委 員 長  副村長 
 副 村 長  少し議員誤解をされているんじゃないかなと思いますけれども。 

 これまでも東峰テレビの関連でですね、地域おこし協力隊に来ていただいて勤務を

していただいております。 
 その方が継続して、今現在もですね、卒業後東峰テレビに残ってらっしゃる方とい
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うのは、残念ながら今のところはおられません。 
 先ほど議員が、それは東峰テレビで雇用ができないから辞められたんじゃないか

と、いうようなお話がありましたけれども、それについてはですね、ご本人さんが引

き続き東峰テレビでやっていく、若しくはですね、また自分の気持ちが変わられて、

他の場所でですね、引き続きやっていきたい。そういった要望の下でですね、卒業さ

れたというふうに、私は把握をしております。 
 決して東峰テレビの事業者であるプリズムさんが、雇用ができないから残せないと

いうことではございません。 
 資金が７００万あたりの委託料で、結局雇うお金がないんじゃないかという話です

けれども、プリズムさんにおかれては、東峰テレビ以外でですね、民間の株式会社で

ございますので、その他の収支もあるものだというふうに考えております。 
 その中でですね、雇用をお願いしたいというのは、再三再四ですね、私のほうから

もお話をさせていただいておりますし、今のところはですね、前向きな話をしていた

だいているというところでございます。以上です。 
 委 員 長  ないようですから、質疑を終結します。 

 保健福祉課へ移ります。 
 休  憩  
 委 員 長  １１時３５分まで休憩します。 

（１１時２６分） 
 再  開  
 委 員 長  休憩前に引き続き、再開します。 

（１１時３５分） 
 委 員 長  保健福祉課の質疑に入ります。 

 所管のページは、お手元に配布しております費目ページ一覧表のとおりです。 
 質疑はありませんか。 
６番 髙倉委員 

 ６  番  説明書の２７ページ、まち・ひと・しごと創生事業のウォーキングマイレージ事業、

これは、確か、私も一度お尋ねしたことがある。確か、同僚議員も聞いたことがある

と思います。 
 このマイレージ、万歩計ですね。これの、もうだいぶなると思いますけれども、効

果、要するにこれをやることによって、例えば病気の人が少なくなったとか、そうい

うデータとかいうのは取ったことがあるんですかね。そこをまずお伺いしたいと思い

ます。 
 委 員 長  保健福祉課長 
保健福祉課長  このウォーキングマイレージ事業の効果についてと言いますか、実証を行ったかと

いうのがですね、以前一般質問で出ておりました。 
 その際に、令和元年度末までにですね、検証を行うということで進めていたんです

が、新型コロナの関係で、そういった検証会議等がですね、延期されたことによって、

結論に至ってないというのが、現状でございます。以上です。 
 委 員 長  ６番 髙倉委員 
 ６  番  確かにですね、歩くことによって、活動することによって、体が健康になる方もお

られると思います。 
 でも病気は、運動したから良くなるというものでもないと思う。俗に言う成人病関

係というのは少しは改善されるのかなと思っておりますが、そういったデータがない

のに、毎年こういって、来年度は村の予算ということで、一般財源ということで聞き

ましたので、やはりこういったお金を使うのであればですね、ある程度のやっぱり結
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果を出さないと、むやみに、むやみには失礼ですけど、すみません、今の言葉は悪か

ったですけど、こういった物を、腕時計型、万歩計型というのを村民に配布したりす

るのは、ちょっといかがなものかと私は考えますけど、そこのところはどのようにお

考えでございますか。 
 委 員 長  保健福祉課長 
保健福祉課長  このまち・ひと・しごと創生事業で行ってきた事業についてはですね、やっぱり当

然検証する必要はあろうと思っておりますし、ある程度の健康にですね、貢献してい

るということは、議員さんもお認めいただいているようでございますので、本年度ま

でですね、外出自粛等ございます。そういった関係をカバーする意味もありますし、

なんとかこのウォーキングマイレージ事業をですね、令和３年度も続けて、３年度中

にはそういった効果があるのかどうか、数値で示せるような努力は行っていきたいと

思います。以上です。 
 委 員 長  １０番 佐々木委員 
 １０ 番  先ほどの課長の答弁ですが、国民健康２１計画というのがおそらくあったと思うん

ですが、それと、あとは東峰村健康計画。だから、治療から予防というふうな国の施

策もあったと思うんです。 
 ですから、議員からも出たように、このウォーキングマイレージの関係はやったら

どうかということだったと思うんですから、やはりその意義的なものはきちんとやっ

ぱりあるということでやらないと、検証しますと言ったら、じゃあ、最初失敗したと

きに何だったのかということになりますので、そこのところは注意をしていただきた

いと思っています。 
 委 員 長  國松課長補佐 
保健福祉課長

補佐 
 先ほど議長おっしゃっていただきましたように、ウォーキングマイレージにつきま

しては、健康増進計画、村の健康増進計画を策定いたしました折にも、このような取

り組みを推進することで、生活習慣病の予防ですとか、健康増進に寄与できるような

事業を計画するということで、このような事業につながったような状況がございま

す。 
 ですので、今後も継続して行っていく必要がございますし、ある程度きちっとした

形で、効果もこれから検証をしていく必要もあるかと思います。 
 委 員 長  １０番 佐々木委員 
 １０ 番  ですから、ただ歩くだけではなくて、今、同僚議員も言いましたが、中間検証をし

ながら、どういうふうなウォーキングマイレージのあり方が正しいのか、そういうふ

うなことを示していかないと、ただ単に１日最大何万歩歩いたから健康かというと、

それは違うんだと。年齢によって歩く歩数があるんだと。６０代なら７千歩とか、そ

ういうふうな歩く歩数があるということもきちんと啓発していきながら、このウォー

キングマイレージを育てていかないと、やっぱり今、同僚議員の質問があったように、

何と言いますかね、効果がどうなのかという疑問は湧いてくるから、そこのところを

きちんと担当課として、計画をしてほしいというふうに思います。 
 委 員 長  國松課長補佐 
保健福祉課長

補佐 
 先ほど議長のご指摘のとおりですね、年齢ですとか健康状態に応じて必要な歩き

方、どのような気候のときとか、そのような具体的な指標を、歩くときにどんなこと

に気を付けなければいけないとか、そういったことを今後村民の皆様に示していけた

らと思っております。 
 委 員 長  ４番 高橋委員 
 ４  番  私も同じくウォーキングマイレージについてです。 

 検証していくという部分で、今答弁あっているので、なかなか聞きにくいんですけ
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れども。 
 国の事業、地方創生推進交付金による事業が終わっているのでですね、やはり村と

して行うなら、もう少しこの事業自体コンパクトにできないのかなと思っておりま

す。 
 と言いますのも、この活動量計、万歩計型であったり腕時計型というので、今回も

この消耗品あたりの費用を上げておりますけれども、片やバーチャル村民と言われ

て、企画政策課のほうで行っているものに関しては、スマートフォンの中にアプリを

入れたら、もうスマートフォンに内蔵の活動量計が作動して歩数が取れるという仕組

みで、それこそ費用がほとんどかかってないですよね。 
 わざわざこれ、１個１万８千円掛ける消費税分もかかったものを一人一人渡してで

すね、する意味がどこまであるのかなということで、万歩計型に関しては、スマート

フォンを持たれてない方もいらっしゃるので、こういうことは残しておかないといけ

ないですけれども、そういった部分の、要は、村の事業に代わるところで、何か考慮

というか、されたのでしょうか、お尋ねします。 
 委 員 長  國松課長補佐 
保健福祉課長

補佐 
 もちろんおっしゃるとおり、補助金の関係で一区切りという、今年度この事業につ

いては一区切りというところもあったかと思うのですけれども、先ほど課長が申しま

したとおり、コロナ禍でございまして、他の事業も、検討ももちろんしてはいるんで

すけれども、人を集めてとかですね、別の方法も考える中で、やはり人を集めたりと

か、そのようなことが、どうしても事業として上がってくるんですけれども、今この

時期に新しいことを考えるということが、なかなかちょっと慎重に行いたいというと

ころがございまして、それもあって、この事業を来年度継続をするということもあり

ましたし、きちっと評価もしない中でやめるということは、やっぱりできないと思い

ます。 
 いかにそれが健康につながっているかということを、何らかの形で示した上で、事

業の方向をまた検討していきたいと考えております。 
 委 員 長  ４番 高橋委員 
 ４  番  ちょっと質問した意図が全く伝わっていないんですけれども。 

 村費でやるのであれば、単費でやるのであれば、もう少し、補助金で申請するとき

は、補助金で申請した項目をやらなければならないと思うんですよ。 
 なので、１回申請したこの活動量計とかは買いながら、新しい利用者を増やしてい

くしかなかったですけれども、村の事業になったのであればですね、バーチャル村民

でやっているようなやり方で、もっとコストを抑えてですね、気軽に入っていけるシ

ステムができるんじゃないですか、という意味でお尋ねしたんですよね。 
 やっぱり、何でそういうことを言うかというと、今５年経過してですね、どんどん

機械が壊れて、要は使用年数を長く持つことによって、動作不良とか起こっていると

いう話を聞いております。 
 そういう部分に関しては、追加で費用を発生しないということで対応していただい

ているみたいですけれども。じゃあ、今までお渡しした人全部購入してたら、また費

用がかかるんですよね。 
 だったら、もうバーチャル村民でそういうことができているのであれば、そういう

仕組みに変えたほうがコストもかからなくて、もし維持していくのではいいんじゃな

いですかという部分で、ご質問させていただきました。 
 たぶんそういうことを考慮されてないということは、たぶん答弁聞いてたら分かる

ので、そういった部分を検証していく上で考えていただきたいと思うのと、あと、こ

のケーブルテレビ番組制作委託料、これに関してもやはり必要なのかどうか。 
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 補助金、交付金があったから、こういった部分費用を出せてたと思いますけれども。 
 結構これもやるにあたっては、予算のうちの５分の１ぐらいを占めているかと思い

ます。効果がどこまであっているのかなと。 
 スマートフォンであっても、万歩計型、スマートフォンはスマートフォンで見れば

いいですし、万歩計型の方はステーションに行けば自由に確認することもできます。

敢えてテレビで流す必要というのはあるのかどうか、お尋ねします。 
 委 員 長  國松課長補佐 
保健福祉課長

補佐 
 先ほどのコストの面につきましては、改めて検討する必要があるというのは、感じ

たところです。 
 すみません、東峰テレビのことに関してはですね、皆様に広く今の状況を、ウォー

キングマイレージに参加していただいている方の状況をお知らせして、お互いに、ま

だ利用されてない方へ、こんな取り組みをしているということを知っていただくとい

うことが一つと、新たに関心を持っていただいて、次のご利用につながっているとい

うことをつなげるために、このような番組を作成させていただいております。 
 もちろんその番組を見ていただいている方には限りがあって、十分皆様にそれが浸

透しているかというと、それはまだ番組の内容も見直す必要があると思いますので、

今後内容については、検討していきたいと思っております。 
 委 員 長  ４番 高橋委員 
 ４  番  もう１点、バス借上料、有料道路使用料、駐車場使用料、施設入場料と、このウォ

ーキングマイレージのバスハイクみたいな形のことを計画されているんだと思うん

ですけれども。 
 以前にもお尋ねしましたが、公民館でもこのバスハイクされてたりするんですよ

ね。今の既存事業と一体化できるんじゃないかというのは、常々言ってきたんですけ

れども、これも交付金がなくなって、じゃあ、これも単独でしなければならないのか

っていう部分、やはり精査していただきたいです。 
 今ある事業に、そういうウォーキングマイレージ、もちろんバスハイクに参加した

らポイント付けますというのをしているのは知っています。わざわざこれを単独です

る必要があるのかどうかというのも、ご一緒にご検討いただきたいなと思いますが、

いかがでしょうか。 
 委 員 長  國松課長補佐 
保健福祉課長

補佐 
 バスハイクに関しましては、教育課との内容が少し被るような部分が、やっぱり皆

さん感じるということで、それはお互い教育課とも検討いたしまして、令和２年度に

関しましては、やはり共同でやったほうがいいということで、コロナ禍であったとい

うこともありまして、バスハイクは実施せずに、村内で、共同でウォーキングマイレ

ージのバスハイクの対象者の方と、それから教育課で募集されている村民の方との共

同で事業を行いました。 
 この令和３年度についても、予算は組ませていただいているんですけれども、また

教育課と共同で実施を考えています。またコロナ禍で、状況によっては、この予算自

体を使わずに終わる可能性はございます。 
 おっしゃっているとおり、補助金のない中に、このバスハイクをやる必要があるの

かということは、改めてまた検討を、その次に向けて検討をしていきたいと思ってお

ります。 
 委 員 長  ６番 髙倉委員 
 ６  番  説明書の３３ページ、保健福祉センター管理費の中で下から２番目、トレッドミル、

これは歩行器か何かという話でございましたけれども、これ、ものすごく高いんです

けど、いいやつを買うとかいう説明でございました。 
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 これによる入館者が増えるのか、そういった効果というのは考えておられますか。 
 委 員 長 保健福祉課長 
保健福祉課長  このトレッドミル、簡単に言えばルームランナーなんですが、一番上級機種ぐらい

の価格になります。 
 なぜ、これだけの上級機種を入れるかと言いますと、やはりこの機械をですね、目

当てにトレーニングに来られるという方が、かなりいらっしゃるということをお聞き

しております。 
 それで、この機械が２台ありますので、２台とも一度にですね、入れ替えるのはち

ょっと金額が高価になりますので、１台ずつ入れ替えていこうということで、今回予

算計上させていただいております。 
 実際に納入する際にはですね、もう少し安くはなるような話ではございました。以

上です。 
 委 員 長  ６番 髙倉委員 
 ６  番  こういったものをですね、課長の言われるとおり、確かに良い物をすれば、それを

目当てに来られるということでございましょうけれども、こういったことも、やはり

今からはデータに取っていただきたいと思います。どれくらいの方が１カ月とか、１

年とかは長いかもしれんけど、これを利用しに来られたのか。村外者、村内者という

こと、それくらいはですね、やはりデータに取って、やはり次の、来年どうなるか分

かりませんけど、来年に示していただきたいと、そのように考えておりますが、いか

がでしょうか。 
 委 員 長  保健福祉課長 
保健福祉課長  いずみ館のですね、お風呂も一緒ですが、利用者数については統計を取っておりま

すので、その中でですね、もう一度いずみ館の職員のほうと打ち合わせをしたいと思

います。以上です。 
 委 員 長  ４番 高橋委員 
 ４  番  同じくいずみ館についての保健福祉センター管理費の中です。 

 コインランドリー乾燥機に関してですが、もう一度お尋ねですが、この乾燥機自体

の運営されるのは社会福祉協議会ということでよろしいでしょうか。 
 委 員 長  國松課長補佐 
保健福祉課長

補佐 
 おっしゃるとおり、社会福祉協議会となります。 

 委 員 長  ４番 高橋委員 
 ４  番  結構コインランドリーの需要は村内で高いのかなと思いまして、その部分で増設さ

れるという意図はすごく分かります。 
 宝珠山のいずみ館に併設する形で付いておりますけれども、結構小石原のほうも天

候、冬場悪くて、小石原から通われる方も結構名前を見てたらおらっしゃるのかなと

思いまして、あくまでもここのいずみ館に併設する形でしか考えてなかったのか。他

にも、要は小石原地域にそういったコインランドリーを付けるという意図はなかった

のか、一応お尋ねします。 
 委 員 長  國松課長補佐 
保健福祉課長

補佐 
 今のところいずみ館のほうに併設するということで、予算を立てております。 
 小石原地区については、今後皆様のご要望等をお聞きしながら、検討を必要に応じ

てしていきたいと思っております。 
 委 員 長  ４番 高橋委員 
 ４  番  旧小石原小学校の検討委員会、ずっと続いてきた中で、旧小石原小学校に付けてほ

しい施設で、コインランドリーというのが結構強くありまして、結局それが実現する
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かどうか定かではないんですけれども、なんかそういう要望があったということを、

気に留めていただきたいなと思います。以上です。 
 委 員 長  保健福祉課長 
保健福祉課長  いずみ館の横にですね、そもそもコインランドリーができたこと自体が、いずみ館

の職員が管理してくれるという条件があったもので、そこに付いたわけですけど、ま

た小石原のほうでですね、そういった条件が整えば、また社協のほうとですね、話し

て対応することも可能かと思いますので、今後の検討材料にさせていただければと思

います。 
 委 員 長  ないようですから、日程第５ 議案第１９号「令和３年度東峰村国民健康保険事業

特別会計歳入歳出予算について」、質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （質疑なし） 

 委 員 長  ないようですから、質疑を終結します。 
 引き続き、日程第６ 議案第２０号「令和３年度東峰村後期高齢者医療特別会計歳

入歳出予算について」、質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （質疑なし） 

 委 員 長  ないようですから、質疑を終結します。 
 休  憩  
 委 員 長  １３時まで休憩いたします。 

（１１時５８分） 
 再  開  
 委 員 長  休憩前に引き続き、会議を再開します。 

（１３時００分） 
 委 員 長  住民税務課の質疑に入ります。 

 所管のページは、お手元に配布のとおりであります。費目ページ一覧表のとおりで

す。 
 質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
６番 髙倉委員 

 ６  番  ３４ページ、男女共同参画推進費ということで、村づくりの審議会というものがあ

ります。こういう村づくりの審議会、どのような会議を行っておるのか、それをまず

伺いたいと思います。 
 委 員 長  住民税務課長 
住民税務課長  男女共同参画村づくり審議会はですね、村の事業計画に基づきまして、最初にです

ね、年３回の会議を予定をしておりまして、まず、最初にですね、そこの年度のです

ね、計画について会議を行いまして、中間報告並びに事業の実績についてですね、報

告をしております。 
 年間３回ですね、会議を持つように計画をしているところでございます。 

 委 員 長  ６番 髙倉委員 
 ６  番  計画をしているというのは分かります。 

 毎年これは出ていると思いますけど、今までどのような話し合いというのか、そう

いったものをしてきておるのか、また、効果はどうなのか、そこを伺いたいと思いま

す。 
 委 員 長  住民税務課長 
住民税務課長  年間ですね、まず、各課におきましてですね、男女共同参画に関するですね、事業
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計画というのを持っておりますので、それについてですね、推進をしていくというこ

とで会議を持たせていただいて、まず、その進捗状況、その結果についてですね、報

告をしておりますが、まず、計画に基づいてですね、計画をして、実行しているとい

うところでございます。 
 結果等についてはですね、委員会でかなりですね、大部分の課が実行されていると

ころで、進捗をしているような状況でございます。以上です。 
 委 員 長  ６番 髙倉委員 
 ６  番  進捗をしておるということで。 

 どのようなことで効果があったのかを、ちょっと教えていただきたいと思います。

非常に進捗だけでは、どういった結果が出ているのかが、ちょっと分かりませんので

ですね、お願いします。 
 委 員 長  住民税務課長 
住民税務課長  各課のです、後でですね、目標とかにつきましては報告をさせていただきたいと思

います。後で資料を提出させていただければと思っています。 
 委 員 長  質問の趣旨と答弁が全然かみ合ってないんだけど、高倉委員、もう一度説明してく

ださい。 
６番 髙倉委員 

 ６  番  資料とかじゃなくて、口頭で説明することはできないんですか。 
 例えば、こういうことを行いましたとか、そういったものはないんですか。 
 今までおそらく毎年これはやっておると思いますので、各課で計画をしたというこ

とに対して、じゃあ、どこどこの課はこういった計画をして、こういうことをやりま

したとか、そういったものはないんですか。それをお聞きしたいんです。 
 委 員 長  暫時休憩します。 

（１３時０５分） 
 委 員 長  会議を再開します。 

（１３時０７分） 
 委 員 長  住民税務課長 
住民税務課長  すみません。 

 事業としましては、これは総務課のほうですが、職員がワークライフバランスを実

現できるような職場環境の整備ということで、取り組みをあげております。 
 内容としては、休暇の取得の促進とかですね、定時の退庁に努めるとかですね、定

期的に業務分担の見直しを行い、職員間の業務量の平準化を図るとかという目標を立

ててやっております。 
 企画政策課につきましては、広報誌やセミナー等を活用し、男女間における暴力防

止に向けた啓発やＤＶ防止法やストーカー規制法の関係法令の周知を行い、暴力の未

然防止、根絶につなげますということで、取り組みとしましては、広報誌やホームペ

ージ、東峰テレビ、あらゆる情報媒体を通じて、男女間における暴力防止に向けた啓

発、ＤＶ防止法やストーカー規制の関係法令を周知するということに努めておりま

す。 
 保健福祉課につきましては、そういった目標を立てて、各課で推進をしております。

そういったものについてですね、取り組みを行っております。 
 評価としましては、総務課の分ですが、家庭での時間を多く確保できることで、評

価の見込みですね、男女ともに家事や育児、介護に取り組むことができるということ

で、成果の見込みを立てております。 
 以上のようなことでですね、こういった例で、各課の取り組みを行っているという

ことでございます。 
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 委 員 長  ６番 髙倉委員 
 ６  番  大体内容は分かりましたけど。 

 ということは、これは、職員さんたちの審議会なんですか。村民の方はこの中には

入ってないということで、認識してよろしいんですか。 
 委 員 長  住民税務課長 
住民税務課長  この取り組みをまず職員間でですね、委員の推進委員会がありまして、推進委員会

のほうでですね、そういった目標を立ててですね、その目標について、審議会に諮っ

て決めていくという形を取っております。また、報告をさせていただくという形を取

っております。 
 委 員 長  ６番 髙倉委員 
 ６  番  すみません。 

 いや、私が聞きたいのは、この審議会というのは、村民の方でできているんですか、

それとも職員の方でやっているんですか。そこがお聞きしたい。 
 先ほどから言うと、退庁するときにとかいうような話をしよるき、村役場の中で作

っておるのかと。それをちょっと聞きたいんですけど。 
 委 員 長  住民税務課長 
住民税務課長  すみません、言い方が悪うございました。 

 この村のほうでですね、そういった計画を立てるときに推進委員会というのを開い

てですね、その計画を村全体にですね、下ろしていくというか、計画を実行していく

段階でですね、審議会を行いまして、村の方も参加いただいておりますので、そこで

決定をしていくと、推進をしていくという形を取っております。 
 委 員 長  住民税務課長、この審議会がどんな形でやっているか。内容については、今説明を

されたとおりなのかなと思うんですよね。 
 じゃあ、この審議会自体は住民の皆さんと役場の皆さんと、中で協議をする審議会

なのか、ということを一番に聞いてあるんだから、そのことについて答えてください。 
住民税務課長 

住民税務課長  審議会はですね、村の方７名ご参加いただいて、構成をさせていただいています。 
 村の推進の目標を基にですね、審議会のほうで話し合ってですね、審議会で協議を

していただいて、推進をしていっております。 
 委 員 長  総務課長 
 総務課長  ちょっと補足をさせていただきます。 

 男女共同参画推進につきましては、まず、男女共同参画のまちづくり計画というも

のを作り、その中で男女共同のまちづくり実施計画というものを作成しております。 
 その実施計画を実施する中で、村の中で、執行機関で、どの課がどういう目的で推

進していくという分野を決めます。 
 その中で、実際に、先ほどの推進委員会というのが、役場の担当職のメンバーで、

実際にどういう取り組みを目標に掲げるか、それに対して課内でどういう評価をする

か。それをですね、職員間でまとめるところが推進委員会。 
 それを基に、先ほど言われました年３回の審議会、これをですね、どういう状況が

あるかというのをですね、その情報を基に、７名の、確か役員、充て職と公募の方が

いたと思いますが、そういう方でですね行っているというところでございます。 
 委 員 長  ４番 高橋委員 
 ４  番  説明書の２９ページをお願いいたします。 

 ２款２項１目税務総務費の中のふるさと納税で、おそらく住民税務課に関わるとこ

ろの部分だけお尋ねしますが。 
 ふるさと納税証明発送等業務委託料については、住民税務課でよろしかったです
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ね。 
 これが委託料ということで、やっぱりこのふるさと納税自体は東峰村に納税をして

いただいているものなので、やはり東峰村にお金が落ちる。東峰村の中でお金が循環

するという形に持っていっていただきたいなと思うところでありますが。 
 おそらくこれ、委託先というのは村外になってしまうのかなと思います。 
 この委託ではなく、例えば臨時職員１名雇えるぐらいの委託料になっているかと思

いますが、そういった部分は考えられていないのでしょうか、お尋ねいたします。 
 委 員 長  住民税務課長 
住民税務課長  委託ですが、一つは今年がですね、受領証６，４００件、ワンストップ申請のほう

がですね、１，８００件ありまして、来年の目標がですね、２億ということであげて

ありますので、今年も受領証等の発送を行いましたが、４カ月ほどですね、それに４

名の方が大体関わりっぱなしという状況にもありましたので、委託のほうを考えさせ

ていただいているところでございます。 
 委 員 長  ４番 高橋委員 
 ４  番  おそらくこのふるさと納税自体が、限られた期間だけ忙しいという季節商売に近く

なってきているので、考え方次第なのかなと思います。 
 もちろんさっき１名臨時職員を雇えればという話を言ったんですが、じゃあ、１年

間そんなに応じた仕事があるのかというのが重なってくるので、業務委託でどこかの

会社に投げたほうが効率的にいいんだという部分は分からなくはないです。 
 村内において冬場、そういった時期になかなか仕事がなくなる施設であったり業界

と言いますか、観光業務に関わるものであると思うので、そういったところにてすね、

なんか臨時的にということで、職員貸してくれじゃないですけど、そういった部分も

できれば何か、閑散期の仕事にもなったりするのかなと思ったりしますが。 
 やはり委託でなければならないという縛りというのがあるのでしょうか。 

 委 員 長  住民税務課長 
住民税務課長  今、ふるさと納税のほうですね、返礼品の関係で委託をされていますが、そこの業

者のほうがですね、そういったノウハウというかですね、ソフトを使っての返礼品受

領証明書とかワンストップの申請の発送等をされてありますので、そういったところ

に業務委託したいというふうに考えているところです。 
 委 員 長  ４番 高橋委員 
 ４  番  村長にちょっとお尋ねしますけれども。 

 やはりこれ、今後ふるさと納税額増えていっていただきたいし、おそらく増えてい

くことが予想されます。 
 やはりパーセンテージ的に出てくるこういう委託料と言いますか、この事務料に関

しては、やはり村内で落ちるに越したことはないというのは、おそらく同感なのかな

とは思うんですけれども。 
 例えばのところ、今、第３セクターとしてある会社もありますし、そういったとこ

ろがですね、事務として叶えていくことができれば、そこはそこでまた経営的にもう

まくいく可能性だってあるし、ちょっとした収入源となる可能性もあるのかなと思い

ます。 
 そういった部分で、もう少しこのふるさと納税に関する委託のあり方ですね、考え

ていくべきじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。 
 委 員 長  村長  
 村  長  やはり村に雇用が生まれればですね、それは非常に喜ばしいことでありますので、

そういったことにつきましても、再度住民税務課のほうと話をしてですね、今、議員

が言われるような形の体制が取れれば、そういった方向性を検討していきたいと思っ
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ております。 
 委 員 長  ６番 髙倉委員 
 ６  番  説明書の３７ページ、この中で、災害救助費の中で返還金というのがございます。

３５万。これは、どこに、どういった理由で返還するのかをおしえてくたさい。 
 委 員 長  住民税務課長 
住民税務課長  これはですね、２９年災のときにですね、災害を受けた方がですね、県のほうから

災害支援金をお借りをしています。 
 予算説明会のときにも話をしましたが、収入のほうでですね、１７款２項１目で収

入のほうを受けて、ここで県のほうに返還をするということになっております。 
 委 員 長  ４番 高橋委員 
 ４  番  説明書の３２ページをお願いいたします。 

 ３款１項５目人権・同和啓発費について、お尋ねします。 
 ひょっとしたら教育課のほうで聞いたほうがいいのかもしれませんが、研修会につ

いて、お尋ねいたします。 
 毎年大体１２月が人権の映画の鑑賞ということになっているかと思います。 
 この人権教育推進協議会というか、その場でも聞こうか、聞かまいかとは思ったん

ですけれども、今般コロナ禍において、なかなかそういう密になる空間を作れません

ので、この映画というのを自宅でも鑑賞できる仕組みとして、東峰テレビ等で放映で

きないのかなという部分をずっと思っておりました。 
 やはり夕方の時間で平日においては、なかなか来れる人というのが限られていて、

上映される映画というのが、近年結構全国ロードショーされるような映画であった

り、皆さん注目されている映画もあるので、多くの方が観れる工夫というのができな

いかなとも思っております。 
 放映権に関して、付いている映画というか、もありますので、そういった部分よく

よく考えていただいて、来れなくても観れるという仕掛けができるのか、できないの

か。現時点で分かる範囲でお尋ねします。 
 委 員 長  住民税務課長 
住民税務課長  まず一つはですね、映画の著作権の問題がどうなのかというのも確認をしなければ

いけないと思いますが、それとですね、人権・同和推進会議協議会というのがありま

すので、そちらのほうでですね、検討させていただければというふうに思っておりま

す。以上です。 
 委 員 長  ないようですから、質疑を終結します。 

 農林観光課の質疑に移ります。 
 休  憩  
 委 員 長  １３時３５分まで休憩します。 

（１３時２４分） 
 再  開  
 委 員 長  休憩前に引き続き、再開します。 

（１３時３５分） 
 委 員 長  農林観光課の質疑に入ります。 

 所管のページは、お手元に配布しております費目ページ一覧表のとおりです。 
 質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
１０番 佐々木委員 

 １０ 番  ページは、予算書の１２７ページになろうかと思います。 
 トーキコーディネーターについての質問をいたしたいと思います。 
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 このトーキコーディネーターについては、東峰議会として、平成３１年３月１２日

に、これは村長宛にですが、要望書を出しております。 
 一つは、本事業の実施前に、陶器組合の方向性を確立していくべきではないかとい

うのが、１点と。 
 ２点目は、本事業の目標達成のためには、組合員の意思統一が必要ではないか。 
 ３点目は、本事業が、組合全体の底上げになるのかが不透明ではないか。というふ

うな３点の、議会としての要望を出しております。 
 そこでお尋ねをするわけですが、令和元年、平成３１年、令和元年からこの事業を

始まって、今年度最終年度だということになっております。 
 ３１年が令和元年ですが、３，５００万ぐらいの実績で、これは事業がなされてい

ると。 
 令和２年については５，３００万の予算の中で、まだ確定しておりませんので、数

字は出ないでしょうが、そのような事業。 
 今年度については５，１００万ということで、総額的には１億４、５，０００万の

事業を、このトーキコーディネーター事業でやったということでありますが。 
 そこでお尋ねは、２番目の、組合員全員の意思統一が必要ではないか。というとこ

ろで、今現在、この事業に対して、陶器組合の構成はどのようになっているのか、お

尋ねしたいと思います。 
 委 員 長  梶原課長補佐 
農林観光課長

補佐 
 陶器組合としてのですね、意思統一はできているかというお尋ねでございますが。 
 この事業の実施にあたりましては、陶器組合から要望書のご提出をいただいており

ますので、組合加盟の皆様にはトーキコーディネート事業に対しまして、一定のご理

解をいただいているものと承知をしているところでございます。 
 また、昨年度事業の方向性を検討する中で、４４窯元が加入する陶器組合の中にで

すね、販売会社機能、収益事業部門をですね、付加するとの方向性が示され、現在、

その方向で事業を進めていることはですね、理事会のほうでもご承認をいただいてい

るところでございます。 
 各窯元へはですね、地域の担当理事の皆様から、その内容などをですね、お伝えい

ただいているものと承知しているところでございます。 
 また、３月末にはですね、陶器組合加盟の全窯元を対象に、本年度事業の報告とで

すね、来年度事業の説明を行う予定としております。 
 来年度が最終年度となりますので、陶器組合また加盟の窯元さんとしっかりと連携

しながらですね、事業を進めたいというふうに考えております。 
 委 員 長  １０番 佐々木委員 
 １０ 番  確認の意味で再度質問しますが。  

 この事業については、手挙げ方式ではないということでよろしいんですか。 
 全体の陶器組合の中で、今この事業は進められているんだということでよろしいん

ですか。 
 委 員 長  梶原課長補佐 
農林観光課長

補佐 
 そのとおりでございます。 

 委 員 長  １０番 佐々木委員 
 １０ 番  では今度、令和３年度の事業を含めて最終年度になるわけでありますが、この事業

が組合全体の底上げというところで、どのようなところが底上げになるのか、再度尋

ねたいと思います。 
 委 員 長  梶原課長補佐 



33 
 

農林観光課長

補佐 
 陶器組合の全体の底上げになるのかというご質問でございますが。 
 今回の事業ではですね、新たな手法、リモートによる展示会への参加とか、コロナ

禍によってインターネット販売の強化など、新たな手法による販売方法の実施、検討

も進めてございます。 
 新たな小石原焼ブランドの構築と、それから知名度の向上に、もっとですね、今回

の事業で取り組んでいるところでございます。 
 令和４年度からはですね、実質的な事業主体としての陶器組合がですね、これらの

取り組みを行い、窯業の活性化を目指すということから、窯業全体のですね、底上げ

になるものと考えております。 
 委 員 長  ４回目です。 

１０番 佐々木委員 
 １０ 番  今、担当課長補佐の答弁ありましたので、しっかりと令和３年度については、この

事業をもって小石原窯業が底上げになるようなところで、事業を頑張ってほしいとい

うふうに思っております。以上です。 
 委 員 長  ４番 高橋委員 
 ４  番  同じくトーキコーディネート事業について、お尋ねしたいと思います。 

 その中の、説明書の４４ページをお願いいたします。 
 その中の委託料の中にあるポータルサイト運営カスタマイズ委託費で７００万計

上されております。 
 結構ポータルサイトの委託にしては高額かなという部分と、その後の管理費という

のが、この７００万に対して行われるのであれば、かなり年間維持費が高額になって

くるのかなという推測をしてしまうのですが、７００万すべてがこのポータルサイト

構築に係る費用なのでしょうか。その内訳がありましたらお願いします。 
 委 員 長  梶原課長補佐 
農林観光課長

補佐 
 ７００万円の内訳、ポータルサイトの運営費の内訳ということでございますが、既

存のホームページが既にございます。そういったホームページのですね、サーバー料

とかドメイン料、それからメンテナンスにかかる費用等がですね、大体１００万円ほ

ど予定しております。 
 それから、ホームページのカスタマイズということで、窯元紹介ページ、それから、

ＥＣサイトの連結、観光情報等をですね、新たに掲載しようというふうに考えており

ますので、そういった費用が３００万円。 
 それからＥＣサイト、これ独自で持ったほうがいいんではないかと。今はベース等

を使ってですね、やっておりますが、手数料が１０％ほど取られるということになっ

ておりますので、今現在ですね、自分のところでＥＣサイトを立ち上げるほうがいい

のか、また、ベース等を活用するのがいいのかというところはですね、検討段階でご

ざいますけれども、新年度予算としましては、ＥＣサイトを立ち上げるというところ

で３００万円、計７００万円を予算化しているところでございます。 
 委 員 長  ４番 高橋委員 
 ４  番  独自のＥＣサイトということで、かなり踏み込まれるなという部分、頑張っていた

だきたいとともに、やはりそれに対して、要はサイト管理者というのが非常に重要に

なってくるかなと思います。 
 こういうところのポータルサイト運営に関して、やはり１人常時付かないといけな

いようなことを検討されているのか。そして、またこのサイトの維持管理費ですね、

それが大体年間どれぐらいを見込んでの初期投資で計算されているのか、お尋ねしま

す。 
 委 員 長  梶原課長補佐 
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農林観光課長

補佐 
 ＥＣサイトに１人割り当てるのかという話ですが、今現在もトーキコーディネート

の中で、トーキコーディネーターという方、来年度は２人予定をしてございますので、

１年目はですね、来年度については、そういう方がいろいろと手当をするというふう

に考えております。 
 それから、独自のＥＣサイトを持つのか、持たないのかというのは、今現在検討段

階でございますので、ＥＣサイトを持った場合のですね、維持管理費がどれだけかか

るのかというところはですね、今現在把握してございません。 
 委 員 長  ４番 高橋委員 
 ４  番  独自のＥＣサイトを立ち上げると、やはり販売促進費というのをかなりかけていか

ないと、自社に引き込んでいかないと難しいという部分は、たぶん把握はされている

と思うんですけれども。 
 そういった部分にかかる費用もここに含まれてはいなさそうなので、おそらく追加

で費用がかかってくるのかなという部分は検討されているのかというところと、いた

だきましたこの定例会の資料ですね、中に、今年度もオンラインの事業を４つほどさ

れております。 
 そこそこ売り上げは上げられているんですけれども、期間が短いので、それがどれ

だけの効果があったのか、ちょっと諮りかねる部分があります。 
 商工会のほうでも、同時期、１２月、１１月ですね、されたところで、大体１０件

参加者で、陶器だけじゃないですけど、３００万を超えたかと思います。 
 それに関しては自社のＥＣではなく、既存のマーケットというようなことでした

が、かなり販促費もかけての事業でした。 
 このオンラインの、今回の、今年度された事業で、どれぐらい販促費をかけられた

のか、併せてお尋ねいたします。 
 委 員 長  梶原課長補佐 
農林観光課長

補佐 
 ＥＣサイトの運営費、管理費等についてはですね、先ほど申し上げましたとおり、

まだどうするか分かりませんので、まだ把握をしていないというところでございま

す。 
 次に、今回のオンラインの中でのかかった費用ということでございますが、大体で

すね、３３０万ほどかかってございます。 
 委 員 長  ６番 髙倉委員 
 ６  番  説明書の４５ページ、観光施設管理費の中で、指定管理料で、いぶき館、棚田親水

公園、つづみの里、この金額がそれぞれ出されております。これの積算根拠を教えて

ください。 
 委 員 長  農林観光課長 
農林観光課長  この予算書の金額につきましては、５年前の金額がそのまま、今回まだ決定してお

りませんでしたので、計上いたしております。 
 その根拠でございますけれども、平成２８年度から５年間の管理料の算定というこ

とで、以前議会の中でですね、この当時に説明があったかと思われますが。 
 平成２０年度からはですね、村内の商工・観光施設の指定管理料の算定について、

統一した基準を設けるということで設定をされております。 
 その上で、村が直営で管理する場合に必要となる経費のみ計上ということで申し上

げますと、過去３年間の支出及び収入実績額を考慮しつつ算出した上で、支出見込額

から収入見込額を差し引いた額、これが、この管理料の根拠となっております。 
 算出された収入がですね、支出より多い場合、要は、収益が出る場合は、基本的に

は指定管理料は０円ということで、この当時は設定をされているようです。 
 委 員 長  ６番 髙倉委員 
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 ６  番  先月全協のときにいただきました地方公共団体の財産についての中で、３ページ

目、東峰村指定管理者制度導入施設一覧というのがあります。 
 この裏に、これは新しくするんでしょうけれども、ブロックＡのところで、指定管

理運営権の重畳的運用の中で、費用の徴収、すみません、修繕費のところ。 
 構造にかかわる修繕は自治体、その他事業者、原則全額事業者などの事例があると

いうことで、このときにおっしゃられたのが、６０万以上は村が５０％、事業者が５

０％、備品は業者というふうなことを言われたと思います。 
 これでですね、同じ先ほどの観光施設管理費の中で、例えばポーン太の森キャンプ

場不要木伐採８８万、岩屋公園遊歩道修繕費２００万、ポーン太の森キャンプ場遊具

撤去１１０万、いぶき館枕木等修繕費２７５万、これいろいろあります。 
 これは、もしこれのとおりいったら、事業者がかなりお金出さないかんですよね。

これはどういうふうに認識すればよろしいんですか、教えていただきたいと思いま

す。 
 委 員 長  総務課長 
 総務課長  先日からですね、指定管理料の見直しという形でご説明いたした部分でございます

が、具体例として、先ほど修繕料が出てきている部分があります。 
 村としてですね、考えておりますのは、躯体やその施設にかかわるものについては、

基本的に６０万円以上であっても村が、２分の１という中でも村が全額見るという形

で、先ほど言われたポーン太の森キャンプ場の不要木伐採というのは、直接営業収益

にかかわるものではないという解釈の下で、村が行う。いぶき館の枕木等の修繕費に

ついても、そういう解釈のもとにですね、ちょっと全額村のほうでするべきではない

かという形で考えているところであります。 
 具体的には、今後の修繕費の部分については、少額の分はちょっと時期的なものと

かございますので、その施設によって行うという形で、あと額の大きな部分につきま

しては、基本的にはエアコンとか、そういう調理関係とかですね、作り付けの分は当

然設備になりますので、村が責任を持ってしなければいけないとかいう形にはなりま

す。 
 最終的には個別の案件にはなっていくんですが、基本的に、例えばエアコンにして

も、２分の１の負担をするという形で考えたときに、やはり将来的に使っていくもの、

それを企業として、基本的には法人団体でございますので、収支の中で経費として見

ていく。その中で減価償却をしていくという形でですね、やりたいというふうに、前

回ご説明したところでございます。 
 委 員 長  ６番 髙倉委員 
 ６  番  ということはですね、これにも書いておるとおり、備品は業者ということでござい

ます。 
 ところが４０ページの農業振興対策費の中で、岩屋の加工施設、これで、今度いろ

んな機器を買うのに、蒸し器、せいろ、昇降機一式、自動発酵機２台、真空包装器２

台、こういうのが上がっております。それは、おそらく備品ですよね。 
 でも、これも村が買ってやるということで、ということは、他の施設、同じような

案件があったときは、村が買ってやるということで認識してよろしいんですか。 
 委 員 長  農林観光課長 
農林観光課長  まずですね、協定書の中には、協定を結ぶときに記載された備品類というのがござ

います。これは、基本的に村がその備品まで準備して、指定管理者に任せるというの

が、第１種、ちょっと文言を忘れましたけど、そういったものが対象で、それは直接

貸し出します。 
 あくまでその後にですね、管理者の方が購入された備品、これは、あくまで施設を
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管理されるところが購入していただくと。当然追加で必要になったりとかいうことが

あると思いますので、そういったものについては、事業者の方が購入していただく。 
 ただ、さっき申し上げました指定管理を結ぶときに、既に、もう村から委託する場

合にあったもの、これについては、村が老朽化した場合は買い替えますというような、

協定書の中身であります。 
 ですので、先ほどの特産物・農産物加工施設、これにつきましては、以前村が購入

して、そこで加工していた機材類でございますので、今回村が老朽化に伴い購入をす

るというふうなことで、計上をさせていただいております。 
 委 員 長  ６番 髙倉委員 
 ６  番  ということはですよ、例えば、こういったところで冷蔵庫とか、もし買った場合、

事業者のほうがね。買った場合は協定書に載ってないから、それはあなたたちがお金

出してくれというふうになるのか。 
 はっきり言って、例えば、こういった加工所あたりは当然、これはつづみの里も一

緒ですけど、冷蔵庫とか当然必要ですよね。 
 そういったものを、今度見直しをするということでございますので、協定書も変わ

るわけですか、中身も。例えば、新しくおそらく今度するんでしょうから、もう今月、

２、３週間しかないけど、その間に協定書を作り直すわけですか。それとも、やはり

５年前の協定書のまんまでいくわけですか。 
 そうするとね、ちょっと問題がありゃせんかと思うとですよね。全然もう、例えば

水害で流された、これは、私はつづみの里しか知りませんので、つづみの里の冷蔵庫

とか、もう駄目になっていますので、それは買っております。 
 それが昔は、これがなかったからこれは認められんとか言われても、ちょっと困る

わけね。 
 そこのところは協定書で改めて見直しをしていただけるのか、そこも含めてご回答

を願いたいと思います。 
 委 員 長  農林観光課長 
農林観光課長  先ほど申し上げましたとおり、事業を指定管理で委託させていただいて、その後に

購入されたもので、５年間終わって、例えば委託の事業者が変わった場合ですね、基

本的にはそのものについては撤収していただくということになります。 
 今おっしゃっている、今回５年で一応一旦協定期間切れて、また、次の協定という

ことになりますけど、その時点で、確かにそういった冷蔵庫とかいうのがあるかと思

われますけど、村として、当初その施設を建てた段階において必要なものについては、

当然そういった形で購入、老朽化に伴う、災害でなくなったとかいった場合には、当

然村が準備いたしますけれども、途中で事業者の方が必要と判断の上で購入されたも

のにつきましては、原則はですね、ちょっと事業者の方にお願いしたいというふうに

は思っています。 
 ただ、まだちょっと中身についてはですね、その時期に精査をさせていただきたい

と思いますけれども、基本協定書ではそのようになっております。 
 委 員 長  ４番 高橋委員 
 ４  番  同じく、ちょっと指定管理の部分について、お尋ねいたします。 

 あくまでも現時点の施行されている指定管理の範疇でお尋ねしたいんですけれど

も。 
 先ほどから備品の部分での、その取り扱いというのが、どっちの範疇だというので、

先ほど課長のほうが１種、２種あるというような、まさに１種、２種の１種が村の範

囲で、２種が村は整備するけれども、後々はその事業者で管理してくれということだ

ったかと思います。 



37 
 

 現時点で出ているものに関してのお尋ねですけれども、例えば撤去する場合とか、

そういった場合は２種であっても村の費用で全額負担していただけるということな

んでしょうか。 
 委 員 長  農林観光課長 
農林観光課長  今おっしゃられた２種というのは、事業者の方が協定期間内に購入されたものとい

うことではなくてですか。 
 委 員 長  ４番 高橋委員 
 ４  番  村が整備したものであっても２種というのを設定されていて、その後使っていくう

ちに老朽化したり買い替える際は、事業者で行ってくれというのが、確か２種だった

と思います。 
 そういう２種の部分に関しても、撤去費は村が出すんでしょうか。それとも事業者

が出すんでしょうか。 
 委 員 長  農林観光課長 
農林観光課長  すみません。自分の勘違いというか、認識違いがあって、自分はもう１種があくま

で村が購入したもの、２種が事業者のほうで購入されたものと認識しておりましたの

で。 
 ちょっとその１種、２種の関係で、ちょっと今協定書ございませんけど、２種がも

し村が購入したものであればですね、同じような取り扱いをするべきだろうと思いま

す。同じようなというか、村が撤去するべきものだと思います。 
 委 員 長  ４番 高橋委員 
 ４  番  ちょっとそれと話ずれるんですけれども。 

 先ほどの要は、修繕費であったりという部分の事業者負担という部分で、これから

の制度のことは置いといてですね、現状においても、結局は事業者が整備して、その

分の費用を村が後で補填するというか、という仕組みでもやっているかと思います。

見積もり取って、工事して、その分を村が支払っていただくという形で。 
 それで固定資産ということで扱っておきながら、減価償却していくというふうな仕

組みだったかと思いますけれども。 
 そういった部分で、特定の事業者のことを言うと非常に申し訳ないんですけれど

も、１件だけ法人ではない事業者さんがいらっしゃるかと思います。任意団体として。 
 その方々は、おそらく任意団体で確定申告をされるわけではないと思いますが、ち

ょっとその辺は把握してないので、どうか分かりませんが。 
 そういった場合に、個人の固定資産として上げるものになるのか。ちょっとした額

の修繕であったりとかですね、そういう購入をせざるを得なくなった場合。 
 個人の資産として登録しておくことが、行政としてどうなのか。ふさわしいのかど

うなのかというのは、どうお考えでしょうか。 
 委 員 長  農林観光課長 
農林観光課長  その辺りはですね、法人化されてなかった場合は、みなし法人として申告をされる

というふうに聞いております。 
 委 員 長  ４番 高橋委員 
 ４  番  確認ですけれども、現在の任意団体の方は、任意団体としてみなし法人で申告され

るということでよろしいでしょうか。 
 そのみなし法人のところで、例えば修繕であったり、その施設に係る経費で固定資

産扱いになるものに関しては、みなし法人の資産として申告されるということでしょ

うか。 
 委 員 長  農林観光課長 
農林観光課長  すみません、詳細なことについては、ちょっとまだ自分が把握してないんですけど、
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申告においてはみなし法人でやるということだけ、今ですね、現在では把握している

ところでございますので、ちょっとその辺りは調査をさせていただきたいと思いま

す。 
 委 員 長  ６番 髙倉委員 
 ６  番  ４５ページの、先ほどの指定管理の中の、今、つづみの里の第２駐車場を、今、な

んか今道の上のほうに工事、砂防ダムができるということで、工事関係の方があの駐

車場を完全に借りていますよね。 
 この、早い話が、これは、村の土地は土地だけど、あそこはつづみの里の駐車場と

いうふうに元々なっていたと思いますが、何というんですか、借り賃というんですか、

そういうものは一切ないのか、そこをちょっと伺いたいんですけど。 
 委 員 長  農林観光課長 
農林観光課長  確かにですね、２年ぐらい前から県のほうがあそこに工事に入るということで、つ

づみの里さんをはじめですね、いろいろ協議をさせていただいていたということを聞

きまして、昨年度も２回ほどつづみの里さんとは協議をさせていただきました。 
 今の協定の中、指定管理の協定の中、当然第１駐車場、第２駐車場、つづみの里さ

んに管理委託をしております。 
 その辺りがございますので、中でつづみの里さんからそういった要望と申します

か、相談を受けております。 
 今、若干協議中でございまして、今ここで回答がですね、ちょっといたしかねます

ので、また近いうちにつづみの里さんとは協議をさせていただきたいと。その辺りに

ついては、県のほうからもいろいろ尽力いただいていますので、それを含めて協議を

させていただきたいと思います。 
 委 員 長  ６番 髙倉委員 
 ６  番  説明書の４０ページの中の農業対策振興費の中の下から二つ目、新規就農支援補助

金というのがあります。 
 これは、またコロナでというかもしれんけど、昨年は新しく始められた方がおられ

るのか、そこを伺いたいと思います。 
 委 員 長  農林観光課長 
農林観光課長  今年度は、今のところございません。 
 委 員 長  ないようですから、質疑を終結します。 
 散  会  
 委 員 長  これをもちまして、本日の予算審査特別委員会は終了します。 

 明日３月１１日は、午前９時３０分から再開します。 
 本日は、これにて散会します。 

（１４時０５分） 
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 開  議  
 委 員 長  改めまして、おはようございます。 

（９時３０分） 
 委 員 長  会議を開催する前に、本日３月１１日は、東日本大震災発生から１０年が経ってお

ります。 
 本議会も東日本大震災において犠牲になられた方々に心からのご冥福をお祈りす

るために、ここで、冒頭に黙とうを捧げたいと思います。 
議会事務局長  ご起立ください。 

 黙とう。 
 （全員黙とう） 

議会事務局長  お直りください。 
 ご着席ください。 

 委 員 長  ありがとうございました。 
 ただ今の出席委員数は、１０名です。 
 定足数に達していますので、１０日に引き続きまして、予算審査特別委員会を開催

します。 
 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりです。 

 日程第１  
 委 員 長  日程第１ 議案第１７号「令和３年度東峰村一般会計歳入歳出予算について」 

 昨日に引き続き、質疑を行います。 
 建設水道課及び災害対策室の質疑に入ります。 
 所管のページは、お手元に配布しております費目ページ一覧表のとおりです。 
 質疑はありませんか。 
６番 髙倉委員 

 ６  番  成果説明書の４７ページ、一番上の水源地域整備事業費の中で、獣肉処理施設建設

工事というのがございます。 
 これは、まず一番先にですね、運営業者との話はできておるのか。そこをまず、一

つ伺いたいと思います。 
 委 員 長  建設水道課長 
建設水道課長  獣肉処理施設の建設につきましては、現在ですね、意見交換会のほうを開催させて

いただいておりまして、設置場所、設置内容、そして運営をどうするかというところ

を、今、現時点では議論しているという段階にございます。以上です。 
 委 員 長  ６番 髙倉委員 
 ６  番  今、まだ話をしている段階ということでございます。 

 この獣肉処理施設というのはですね、確かにわが村にとっては必要なものなのかも

しれません。 
 それで村の猟友会、そういうところとの話はできておるのか、また、猟友会が、ど

うしてもこういう施設が欲しいと言っておるのか、そこのところはどうなんですか

ね。 
 委 員 長  建設水道課長 
建設水道課長  猟友会の方とのお話についてはですね、以前、一度やっているということは、説明

会を開催させていただいているということはございますが、今、現時点ではですね、

もう一度現状としてですね、どのような施設がいいのかというのを、まず意見交換会

の中できちんと話すというところをやっていますので、今、現時点ではですね、その

内容について、まず固めた上でですね、再度猟友会の方々にもご説明等が必要かとい

うふうに考えております。以上です。 
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 委 員 長  ６番 髙倉委員 
 ６  番  ご存じのとおりね、猟友会の方々もそんなに今、村の中で多くありません。 

 それで、この施設を造って、本当にこの施設が運営できるのか、そういったことま

でですね、ちゃんと考えてしないと、また、ただ建てた。じゃあ、あとは誰がするか

というふうな話になるわけですよね、必ず。 
 造るんであれば、いつも私は言ってきてますけど、ちゃんと経営が成り立つような、

そこまでの建設をしてもらわないと、ただ造りました。はい、誰かに任せますと。ま

だ誰に任せるのかがあてにならないと。そういうことが絶対ないようにですね、本当

に重々心して、何と言うんですか、説明会でも何でもいいですけど、それをやって、

そして建設のほうに行っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 
 委 員 長  建設水道課長 
建設水道課長  おっしゃられた採算性とか運営をどうするのかというところも含めてですね、現状

の意見交換会の中で、お話を今させていただいているというところでございます。以

上です。 
 委 員 長  ４番 高橋委員 
 ４  番  説明書の４９ページをお願いします。 

 ８款４項１目住宅費の中で、今回住宅の解体、団地の解体が２件ほど上がっている

かと思います。 
 南の原団地、下郷団地を解体した後は、その土地自体はどうなるのでしょうか。何

かまた利用があるのでしょうか。お尋ねします。 
 委 員 長  建設水道課長 
建設水道課長  まず、南の原団地につきましては、これは借地でございますので、借地をお返しす

るというところになります。 
 下郷団地につきましては、場所的に土石流とかの危険性とかもございますので、そ

ういったところを踏まえてですね、今後の利用というのを考える必要がありますが、

現状では土石流の危険性もありますので、今のところ利用目的等はですね、決まって

ないということでございます。以上でございます。 
 委 員 長  ３番 黒川委員 
 ３  番  今の住宅費の中で、猿喰住宅の修繕費というのがありますよね、５００万。これは、

どこの分ですか。 
 委 員 長  建設水道課長 
建設水道課長  猿喰住宅の一般住宅というところでございまして、一定の期間住みましたら、その

住宅を借主の方にお渡しするということで、決まっていたところの住宅でございます

が、そちらのほうがもう退居されたというところになっております。 
 建設がですね、平成１０年度になってございまして、もう既に２０年以上経過して

いるというところになっておりますので、そこについてはですね、やはり補修した上

で、今後は賃貸という形でですね、できれば、どうするかというのはありますけれど

も、定住促進住宅等でですね、できればご家族向けに賃貸のほうをしたいというふう

に考えております。以上です。 
 委 員 長  ３番 黒川委員 
 ３  番  そこはもう退居されたんですね。 

 ２５年間住んでたら、その人の持ち物になるというようなことだったんですよね。

今はもう住んでいらっしゃらない。 
 委 員 長  建設水道課長 
建設水道課長  はい、もう既に退居されております。 
 委 員 長  ４番 高橋委員 
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 ４  番  その猿喰住宅についてお尋ねしたいんですけれども。 
 改修した後、定住促進住宅、賃貸という形になるという説明でございますが。 
 これまで、黒川委員の質問にもあったように、一般住宅として買い取りオプション

と言いますか、長年住んだらその方のものということで、完全にこの定住が図られる

ということもあったと思うんですが、その辺は、今回賃貸ということで、完全に決め

てしまっているものなのか、長年住んだら買い取れるものになるのかどうかというの

は、賃貸のみでしょうか。 
 委 員 長  建設水道課長 
建設水道課長  まずですね、建設から既にもう２０年以上経過しているというところでございます

ので、できればですね、今回はもう賃貸という形でですね、今後のほうはお貸しして

いくような形に考えております。以上です。 
 委 員 長  ６番 髙倉委員 
 ６  番  ４９ページ、住宅建設事業費というのがございます。これは、どこを予定しておる

のか、そこを伺いたいと思います。 
 委 員 長  建設水道課長 
建設水道課長  まず、場所等に含めましてもですね、今後この調査設計業務ということでですね、

場所についての選定も行っていきたいなというふうに考えております。 
 特に土石流に関する警戒区域とか、そういったものを外した上でですね、どこが立

地可能かというところも含めて、この中で検討したいと考えております。以上です。 
 委 員 長  ６番 髙倉委員 
 ６  番  これは、ちょっと予算の中では関係ないんですが、昨日私、聞くところの課を間違

っていましたので。 
 今、非常に国道を工事がなされております。 
 それで、片側通行というのが、特に小石原の鼓のほうは２カ所、結構長い距離でや

っていただいております。 
 それでですね、普通の平日は警備員さんがついて、交通の指導をやっているんです

けど、日曜日がいないんですよね。これは、もうここ１カ月近く、結構土日になると

車が大変多くなっております。 
 それでですね、やっぱり日曜日もつけていただくようにですね、これはしていただ

かないと、かなりの渋滞が発生しておりますので、そこのところはどうにかならんの

かと思いますが、いかがでしょうか。 
 委 員 長  建設水道課長 
建設水道課長  まず国道ですね、国道沿いの工事に関してはですね、県土整備事務所のほうで行わ

れているものかと、ちょっと場所を明確に今、確認したわけじゃないので言えません

けれども、ものかというふうに考えておりますけれども。 
 そういったご意見があったということについてはですね、県土整備事務所と相談の

ほうはしていきたいというふうに考えております。以上です。 
 委 員 長  ６番 髙倉委員 
 ６  番  これは、なんですか、建設事務所かなんかと相談をすると。相談じゃなくて、やは

りもうはっきり言ってつけてもらわないと、えらいなほど渋滞なんですよね。 
 これは、地元の人間は分かりますけど、よその人は分からんでしょうけど、地元の

人間は、例えば道の駅に上ろうと思っても、かなりの渋滞をしておるわけですよ。 
 そういったところを考えていただいてね、相談とか何とかじゃなくて、つけてくだ

さいと。そのくらいは言えんのですか。 
 委 員 長  災害対策室長 
災害対策室長  口頭の申し出は、先ほど課長の答弁のとおりでございますが、昨シーズンと申しま
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すか、行楽シーズンは特に渋滞の片寄り、上りが少なくて下りが多いとか。逆もしか

りで。 
 それですと、信号機の機械的な操作だけではやはり混乱を招くというか、渋滞を招

くという状況をお伝えし、文書をもっててすね、行楽シーズンのみ、昨年ですと１１

月末までの日曜日まで交通整理に配置をお願いしたいというようなことを、文書でお

願いをしております。 
 ですので、そうした形で、今後これから春先、特にゴールデンウイーク明け等まで

ですね、そうした対応を検討させていただきたいと思います。 
 委 員 長  ７番 大蔵委員 
 ７  番  説明書の５６ページ、１１款１項１目土地購入、高木神社のところのことですけれ

ども。 
 あそこは県とですね、交渉があって、賠償もあって、工事があっていたと思います

けれども、この前貰った資料によると、それにまた村が土地を買う。 
 今、工事があっているところは、村が買い取る予定のところなんですかね。また新

たに、今の工事から別のところを買うんですかね。そこをお聞きします。 
 委 員 長  災害対策室長 
災害対策室長  今、お尋ねのことにつきましては、予算の説明会の折に、資料のご要望がございま

したので配布をさせていただいておりますが。 
 結論から申しますと、今、仮設工事で、このようなものございますけれども。仮設

工事で、県土整備事務所のほうで土留めのブロック積工を施工させていただいており

ます。 
 また、こちら、永久的な構造物となりまして、そこの構造物の背面までを官民境と

いうふうに想定させていただきまして、その部分を村が購入させていただき、道路の

拡幅ということを検討させていただいております。 
 ちなみに県土整備事務所のほうは、今、借地期間ということで、５月末までの借地

をされており、それ以降に買収等の協議を進めさせていただきたいというものでござ

います。 
 委 員 長  ７番 大蔵委員 
 ７  番  高木神社の総代とお話させていただきましたけど、この話、知らないんですね。村

が買い取りとかいう話はですね。それは誰と交渉しているんですかね。 
 委 員 長  災害対策室長 
災害対策室長  今現在の総代の方のほうとは、具体的な協議はさせていただいておりません。 

 以前までの、発災当時から今日までの工事の経過、経緯をご存じの、前総代の方の

ほうにはお話をさせていただいておりまして、県土整備事務所のほうも前総代の方と

相談し、そして契約相手としましては、杷木の神社の宮司のほうとされておるという

ようなふうに聞いております。 
 ですので、つい最近もお話を確認されていただきましたけども、前総代のほうが委

任されているというふうに私ども聞いて、ちょっとお話をさせていただいておるとこ

ろでございます。 
 委 員 長  ７番 大蔵委員 
 ７  番  村が土地を買うのに、聞いておりますじゃなくて、村は、総代と全然会ってないと

いうことは、どういう意味ですかね。私は意味が分かりませんけれども。 
 委 員 長  災害対策室長 
災害対策室長  そもそもこの河川災害復旧工事で、土地を借地をさせていただきたいということ

は、村も一部調整をさせていただいた経緯がございます。 
 その当時が前総代でありましたので、そちらのほうとは話をさせていただいており
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ます。 
 ご指摘のとおり、現役職の方とですね、ちょっとお話なり経緯を、説明というもの

ができておりませんことは非常に申し訳ないと思っております。 
 委 員 長  ４番 高橋委員 
 ４  番  説明書の４９ページをお願いします。 

 ８款４項２目住宅建設事業費で、新設工事設計業務に関してです。 
 １０戸近くの建設が計画というか、予定したいということで、建設需要というか、

そういったところに対しては、とても喜ばしいことではあるんですけれども。 
 常々村としてのマスタープランをしっかり作っていただきたいという話を、予算委

員会でも一般質問でもさせていただいておりました。 
 以前の建設課長も、やっぱりそういった計画等は必要かなという部分、答弁もいた

だいていたんですけれども。 
 確かに新設工事は喜ばしいことなんですけれども、やはり住宅建設というのは、そ

んなに行き当たりばったりでやるものではないはずです。計画だって何十年かけて住

宅を整備していくということがされなければなりませんが、今回、マスタープラン等

が、もう失効すると言いますか、長寿命化計画ももう期限が切れるというところにお

いて、この住宅建設を行うと。計画のほうは新たに作られないのでしょうか。 
 委 員 長  建設水道課長 
建設水道課長  まず、住宅の施策につきましてはですね、平成２５年に取りまとめました東峰村公

営住宅等長寿命化計画というのがございまして、こちらのほうがですね、令和４年度

までというところになっておりますので、今後ですけれども、この令和４年度の切れ

るまでにですね、この計画については見直しのほうが必要かというふうに考えておる

というところでございます。以上です。 
 委 員 長  ４番 高橋委員 
 ４  番  ということは令和４年度以降、令和５年度以降に関しては、また新たなマスタープ

ランが発効されるということでよろしいんでしょうか。 
 委 員 長  建設水道課長 
建設水道課長  令和４年度までの計画となっておりますので、令和５年度以降の対応も含めた計画

のほうが必要かというふうに考えております。以上です。 
 委 員 長  ４番 高橋委員 
 ４  番  既にもう長寿命化計画で書かれていることが、もう実際とかなり乖離している部分

もありますので、その辺がどうなっているのかという部分、もはや長寿命化計画が計

画でもないと言えるのではないかなと思って質問させていただきました。 
 ぜひ、何か東峰村の住宅計画はこれに沿って進んでいるんだというものを、ぜひと

も作っていただきたいなと思います。 
 住宅建設に関して、もう一つだけ質問させていただくと、今回の村営住宅に関して

は、公営住宅法に則ったものをお造りになられるのか、小松団地のように定住促進住

宅になるのかというものに関しては、決められているのでしょうか。 
 それか、この設計業務委託の中でその辺を選定していくのか、お尋ねします。 

 委 員 長  建設水道課長 
建設水道課長  まず、今回の住宅につきましてはですね、公営住宅法に基づく、現状ですけども、

調査設計の結果を踏まえての判断にはなりますけども、公営住宅法に基づくですね、

住宅建設ではなくて、先ほど言われましたように、定住促進住宅の方向でですね、現

状では考えているというところになっております。 
 今回の住宅に関してはですね、やはり若年とか独身の方とかですね、そういった

方々が住める住宅というのを前提にしておりますので、そういった方向で考えている
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というところになります。 
 ただ、いずれにしろですね、この調査設計の結果を踏まえての判断になろうかなと

思います。以上です。 
 委 員 長  ３番 黒川委員 
 ３  番  ４７ページのですね、水源地域整備事務費の中の水源の森交流館周辺工事が１００

万上がっています。 
 ただ、この事業説明の折にですね、関連工事として２，８００万円予定していると

いうふうに聞いたと、私は思っているんですけど。そうだったですかね。 
 委 員 長  建設水道課長 
建設水道課長  関連工事というところについてはですね、今行っている旧小石原小学校に関するで

すね、関連工事として今年度、令和２年度にですね、２，８００万円補正させていた

だいているというところになります。 
 こちらで上げさせていただいております水源の森交流館（周辺工事）というところ

につきましてはですね、今、我々のほうがやっております水源地域整備事業のですね、

整備期間が令和３年度までというところになっております。 
 その中でですね、使用用途として残っている箇所というのがですね、この水源の森

交流館に関する工事というものしかですね、所要として、浄化槽もありますけれども、

その２点になりますので、獣肉処理場もその中の一部にはなるんですけども。 
 ですので、やっぱり基金をですね、今後どこに使うかという中でですね、やはりこ

の周辺工事という中で、できれば基金を全額使いたいというふうに考えておりますの

で、その中の枠としてですね、１００万円のほうを計上させていただいているという

ところになります。 
 委 員 長  ４番 髙橋委員 
 ４  番  説明書の４８ページをお願いいたします。 

 ８款２項４目村道改良事業費の村道杷木・宝珠山線改良工事ですが、災害後、久々

と言いますか、工事なのかなと思うんですけれども。 
 この村道杷木・宝珠山線、今回のこの改良工事で、概ねの改良というのが終結する

のでしょうか。 
 それともまだこの後、まだ改良区間が増えていくものなのでしょうか。お尋ねしま

す。 
 委 員 長  建設水道課長 
建設水道課長  この村道杷木・宝珠山線改良工事というのは、ちょうど村民グラウンド付近にござ

います、今、切り立ったところの法面のところになっておりまして、その法面につい

て、今、法面保護工等もされてないというところございますので、今回の工事という

のはですね、その法面対策と、その周辺のですね、一部道路の改良というところにな

ります。 
 まずは法面対策という、危険箇所の除去というところが大きな目的となっておりま

す。以上です。 
 委 員 長  ４番 高橋委員 
 ４  番  ですので、その後まだ改良が進んでいくのでしょうか。 
 委 員 長  建設水道課長 
建設水道課長  今、計上させていただいている法面工以降の改良については、まだ今後検討が必要

かというところになっておりますので、現時点で何かするというところは決定してな

いという状況でございます。以上です。 
 委 員 長  ８番 泉委員 
 ８  番  災害対策室長にお尋ねしますがね。 
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 直接この議案と関連してお伺いしますけど、このトラックですね、ダンプカーがで

すね、もう何カ月になりますかね、小石原を通るのを。 
 非常に工事の、災害ということで努力はしておりますけどもね、いろいろ住民から

はですね、いつまで通るんですかというようなお話もいただいておるわけです。 
 大体予定としてですね、いつ頃まで通る計画がされておるか、ちょっとお伺いをし

たいと思います。 
 委 員 長  災害対策室長 
災害対策室長  今、主に国道２１１号を大型のダンプトラックがですね、土砂を運搬してという往

来が非常に多ございます。 
 こちらの、ご存じのように、フロントガラスのところにですね、赤いプレートとか

黄色とか緑とかございまして、発注機関が国交省若しくは林野庁、朝倉県土、多岐に

わたったダンプトラックが往来しております。 
 ですので、村の所管している分につきましては、例えば２年、３年というような回

答は可能ではございますが、そうした他機関の発注業務につきましては、現在村のほ

うで把握はできておりませんので、回答しかねるところでございます。 
 ただ、以前お答えさせていただいたケースもございますが、スクールバス若しくは

歩行者の安全に距離をとって、若しくは徐行等の働きかけはさせていただいておりま

す。 
 期間につきましては、先ほどのとおりご答弁しかねますが、できるだけ村として対

応できるところは、していきたいというふうに思っております。 
 委 員 長  ８番 泉委員 
 ８  番  そういったですね、何かチラシとか、住民に分かりやすく説明をされたらどうです

かね。それはされないんですかね。 
 委 員 長  災害対策室長 
災害対策室長  全戸に向けてのですね、チラシ等につきましては、どういった形になるかとは存じ

ますが、できるだけ安全に往来、そして復旧が進むような形での対応は、村として、

できることはやっていきたいというふうに思います。 
 委 員 長  ８番 泉委員 
 ８  番  できるだけそういった、村民がですね、納得されるような方向で、ぜひともお願い

したいと思います。 
 それともう１点ですね、道路の問題で、関連でお尋ねしますけども。 
 私、先日一般質問でもお尋ねしましたようにですね、道の駅の前の道路の問題です

ね。 
 村長が言うのには、コンクリートが入っておるところもあるということでございま

すけども、これ、相手の所有者の分が村有地に入っているところはあるんですかね。

それをお伺いします。 
 委 員 長  建設水道課長 
建設水道課長  まず、今言われたところの村道のほうに民有地がはみ出ているんではないか、とい

うご質問なのかなというふうに思いますけども、現状でははみ出ている可能性が高い

というところでございます。以上です。 
 委 員 長  ８番 泉 守議員 
 ８  番  今ね、水道課長が言われたようにですね、一部道の駅のところについては、あって

おりますので、若干公共の人が通っていると。 
 しかしながら、私は、測量のときにですね、おったんだから、桜の木のところから、

ずっと桜の木まで村有地に入っとるんです。 
 私はですね、村長、それをね、せれじゃない。やはり村有地としてですね、相手が
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入っているならばですね、半年か１年には、あなたの土地は村有地に入っていますよ

と、ね。これを引いてくださいと言うべきじゃないですか。 
 あれをもう測量してですね、前回私は２年ぐらいになりますが、測量がないと。あ

とでありましたと。 
 そしてですね、測量して、村有地にですね、入っとるとするなら、半年、１年ぐら

いは、村有地に入っておりますよと、相手に確認をさせるべきなんですよ。これはど

うですか。 
 委 員 長  村長 
 村  長  立ち会って、確認はしているという報告は受けております。 

 一般質問の答弁でもお答えいたしましたように、いずれにしてもあの道というの

は、拡張をしなければならないと考えておりますので、そのときに是正をしようかと

いう考えでございます。 
 もう一度地権者の方と話をさせていただき、対応等は取っていきたいと思っており

ます。 
 委 員 長  泉委員、その関連はもう最後にしてください。その道路の関連の質疑は最後にして

ください。これっきりということです。 
 今質疑はされていいんですが、最後の質疑にしてくださいと、あと１回にしてくだ

さいと。 
 ８  番  私はですね、村長が言う、工事の後ですると。後で工事をするということじゃなく、

一緒にするようなことを言われますけどね、境が入っとったら、村の村有地に入っと

ればですね、これまでのかしてくださいというのがあたり前じゃないですか。 
 工事をするから、そのときに一緒にしようと言えば、それでは私どもは納得せんで

すよ。工事がないところはどげんするですか。 
 やはり今ですね、彼が村有地に入っとる分は、即のかしてくださいと、これが建前

ですよ。どうですか。これで質問１回ですから、しません。 
 委 員 長  村長 
 村  長  泉議員の言われるとおりだと思っておりますので、この後ですね、ちょっと私自身

が動いてみたいと思っております。 
 委 員 長  ５番 長澤委員 
 ５  番  成果説明書の４７ページ、８款２項１目道路橋梁費で、村道・橋梁長寿命化計画策

定委託料５００万円。これは、どういった計画を立てて、どういうところに支払われ

るのか、お尋ねします。 
 委 員 長  建設水道課長 
建設水道課長  まず、契約はしてないので、契約の相手方というのはですね、ちょっとまだ現時点

で発言はできないんですけれども。 
 まず、村道の橋梁長寿命化計画につきましてはですね、今後ですね、今ある村道を

点検しましてですね、その老朽化具合を確認した上で、今後どの順でですね、橋梁の

補修等を行っていくかというのをですね、どのようにやっていくのかというのを決め

ていく計画でございます。 
 現状と言いましてですね、令和元年の７月ということで、ちょっと少しデータは古

いんですけども、九州で９６％の自治体が作成しているというところで、福岡でもで

すね、９０％の自治体が作成されている計画でございまして、ちょっと東峰村につき

ましてはですね、災害等もございまして、橋梁等の架け換えというのも多ございまし

たので、現状をですね、ある程度災害の先が見えた時点というところでですね、今回

これの策定に、来年度策定のほうに入るというところでございます。以上です。 
 委 員 長  ６番 髙倉委員 
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 ６  番  関連でお聞きします。  
 その上にですね、橋梁点検委託料、これ７００万。下が計画策定委託料５００万と。

何ですか、この金額は。 
 点検をするのに７００万もかかるわけですか。どういうふうな点検をしたら、この

７００万という数字が出てくるんですか。分かったら教えてください。 
 委 員 長  建設水道課長 
建設水道課長  今回ですね、対象としている橋梁については、橋長１５ｍ以上という橋でございま

す。 
 その場合ですね、例えば、橋梁の下側とかを見るときにですね、通常の点検よりも

ですね、やっぱり時間がかかってしまうというころと、ある程度専門の方にですね、

見ていただかなければならないというところでございます。 
 特にですね、ひびがどこに入っているかというのはですね、橋梁をですね、くまな

く確認していただくというところございますので、今、現状としてはですね、７００

万ぐらいはかかるんじゃないかというところを、考えているというところでございま

す。以上です。 
 委 員 長  ないようですから、質疑を終結します。 
 日程第２  
 委 員 長  引き続き、日程第２ 議案第１８号「令和３年度東峰村簡易水道事業特別会計歳入

歳出予算について」 
 質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
４番 高橋委員 

 ４  番  簡易水道事業全体について、お尋ねします。 
 災害後、災害復旧工事が多くありましたので、要は、次年度の予算から予算を借り

てきてという部分を、数年繰り返しておられたと思うんですけれども。 
 その後、今後の見込みと言いますか、現状としては、まだ次年度から、要は、予算

を取ってこないといけない状況がまだ続いているのか、それが解消されたのか、お尋

ねします。 
 委 員 長  建設水道課長 
建設水道課長  前年度繰上充用金のお話かというふうに思っております。 

 こちらにつきましてはですね、まだ繰上充用金は続きましてですね、おそらく今の、

もちろん収入等がどうなるかというところと、維持管理費がですね、急激に高くなる

年もありますので、明確なことは言えませんけれども、概ね３年から５年ぐらい続く

んではないかというふうに、現状では考えているというところでございます。以上で

す。 
 委 員 長  ５番 長澤委員 
 ５  番  小石原地区の水道施設でろ過砂を使っていると思うんですが、何年ぐらい使って、

交換する場合ですね、交換の目安とか、どういったふうに、何年か使って交換とか目

安とかいうのが何かあるんでしょうか。 
 委 員 長  建設水道課長 
建設水道課長  小石原浄水場のろ過池の砂の件につきましてはですね、こちらについては、少し汚

れとか、汚れというとあれですけど、そういった苔とかありましたらですね、一度水

を抜いて、その上の苔と言いますか、そういうのを一度取り除くというのをですね、

年間定期的にやらせていただいているというふうになります。 
 そうしたときに、その砂ごと除去しますので、砂の量が減ってくるというところに

なりますので、それについては、明確な期間で、どのぐらいで交換というわけではな
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く、少なくなってきたらですね、補充するという形で対応のほうをさせていただいて

いるというところになります。以上です。 
 委 員 長  ４番 高橋委員 
 ４  番  今年１月に大寒波があったかと思います。 

 かなり漏水が出て、非常に建設水道課の職員の皆さん、大変だったと思いますが。 
 やはり空き家辺りで、そういった漏水があっていても分からなかった事象も、多々

あったのかなという部分で、おそらく連絡をどうやって取るのかという部分、えらい

バタバタされていた印象もございます。 
 現時点で、そういった空き家の連絡先等、担当課所管若しくは役場で管理、若しく

は把握はされているのでしょうか、お尋ねします。 
 委 員 長  建設水道課長 
建設水道課長  連絡先というところではないんですけど、空き家がどこかというところはですね、

村内の他の部局にも確認させていただいてですね、どこが空き家かというのを確認し

た上で、現地のほうを回らせていただきまして、水道管が閉められているか、漏水し

てないかというのをですね、職員のほうで確認作業を行ったというのが、今回の実情

でございます。 
 連絡はしておりませんが、紙でですね、漏水等の危険性がありますんで閉めました

と。何かありましたら連絡くださいというですね、紙を残した上でですね、作業のほ

うはさせていただいたところになります。以上です。 
 委 員 長  ４番 高橋委員 
 ４  番  ということは、空き家に関しては、どんどん閉栓作業を行っていって、なんとかの

緊急的措置を行ったということでしょうか。あるいは駒が回り続けていたところだけ

閉めていったのか。すべて現地確認の後していったのか、お尋ねします。 
 委 員 長  井上主査 
建設水道課主

査 
 漏水調査をさせていただいてですね、駒が回ってあるところだけですね、量水器の

横にバルブがありますので、そこを閉めてですね、閉めたところについては、先ほど

課長が言いましたとおり、お手紙を入れてですね、何かあったら連絡をくださいとい

うことで、させていただいております。以上です。 
 委 員 長  ４番 高橋委員 
 ４  番  今後の対策として、再度その空き家の方との連絡について、お尋ねしたいんですけ

れども。 
 やはり、またこの大寒波なりがあたりがあったときに、おそらく１回は今回閉栓し

てですね、対応していただいたとしても、同様の事象が起きることは、すごくたやす

く想定できるのかなと思います。 
 やはり何か有事の際に空き家の方と連絡が取れる体制というのは、行政としても取

っておくべきではないのかなと思いますが、その部分を踏まえて、空き家の持ち主さ

ん、若しくは管理者との関係性について、今後の方針をお尋ねします。 
 委 員 長  建設水道課長 
建設水道課長  建設水道課としてはですね、他部局と調整させていただいてですね、今後の対応に

ついてはですね、検討したいというふうに考えております。以上です。 
 委 員 長  ないようですから、建設水道課の質疑は終結します。 
 休  憩  
 委 員 長  １０時２５分まで休憩します。 

（１０時１５分） 
 再  開  
 委 員 長  休憩前に引き続き、会議を再開します。 
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（１０時２５分） 
 委 員 長  教育課の質疑に移ります。 

 所管のページは、お手元に配布しております費目ページ一覧表のとおりです。 
 質疑はありませんか。 
３番 黒川委員 

 ３  番  事業説明書の５１ページですね、スクールバス管理運営費の中なんですが、この中

にですね、４台のバスで東峰学園のスクールバス運行ということになっています。 
 でも、その下にですね、大型バス１台、中型バス４台、合計５台になるわけですね。 
 ということは、１台休んでいるような状態になると思うんですけども、これはどう

いうことか、ちょっとお尋ねしたいと思います。 
 委 員 長  教育課長 
 教育課長  議員さんご指摘のとおり４台となっておりますが、こちらのほうの記載ミスでござ

います。現在５台のバスでスクールバスを運行するようにしております。申し訳あり

ません。 
 委 員 長  ６番 髙倉委員 
 ６  番  主要事業説明書の５２ページ、地域学校協働本部事業費の中で、地域未来塾という

ことで、以前やまびこ塾というふうなことでやっておったものとあんまり変わらない

のかなと思いますけれども。 
 このアフタースクールプラス指導者というのがございます。この指導者が名簿をい

ただいたんですけれども、以前一般質問の中で、村長は、子どもを教えるのに先生の

資格が要るんじゃないかと、いうようなことも発言しておりました。 
 この４名の方で、先生の資格を持っておられる方はいらっしゃるんですかね。 

 委 員 長  教育課長 
 教育課長  先般資料としてお渡ししました資料の中に、地域未来塾、アフタースクールプラス

の指導者の名前を４人上げておりますが、いずれも教員免許を持っておりません。 
 委 員 長  ６番 髙倉委員 
 ６  番  では、この地域未来塾というのは、どのような活動というんですか、ことを行って

おるのか、教えてください。 
 委 員 長  教育長 
 教 育 長  今年度からムササビ塾ならぬアフタースクールプラスという形で運営をしており

ます。 
 村近郊になかなか塾がありませんので、そういったことの補充という意味合いで

も、子どもたちに学びの場をしっかり保障したいという村民の願いを受けて、本年度

から立ち上げております。 
 ご指摘のとおり、教員免許を持った者はなかなか、探しましたけど、なかなか見つ

かりませんでした。 
 ただ、いろんな地域の、過去に塾での講師経験者、そういった方々をなんとか集め

て、そしてまた、直近の大学生、この大学生とかは実際受験勉強を戦ってきた人間で

すので、その方々を基に夕方子どもたちの、特に中３生、中３生を対象にして、学力

の補充を行っております。 
 本年度そういうことで行いまして、一定の成果は見ております。以上です。 

 委 員 長  ６番 髙倉委員 
 ６  番  それを言うとですね、完全な塾と一緒ですよね、早い話が。 

 それを以前やまびこ塾でやっていたことと何の違いがあるんですか。わざわざメン

バーも入れ替えてしまってですね。どういう考えでメンバーまで入れ替えて、名前ま

で変えて、ほとんど変わらないじゃないですか。何が違うんですか。 
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 委 員 長  教育課長 
 教育課長  昨年まではやまびこ塾という名前をしていましたが、本年度はアフタースクールプ

ラスという名前にしましたけど、内容的には今までと同じような形態をとっておりま

す。 
 塾の講師の関係ですけども、１人につきましては継続していただいて、なかなか時

間等も、今まで来ていただいていた先生方の時間等もありませんでしたので、こちら

のほうでいろんな方を探しまして、今の４人のメンバーになっております。 
 委 員 長  １０番 佐々木委員 
 １０ 番  これはですね、前教育長のときだったと思います。私も尋ねました。 

 学校教員資格とまでは聞かなかったけど、資格を持った方がなられるのですかと。 
 その意図は、指導要綱等に則って子どもたちに指導をしないと、学校との齟齬がで

きやしないかという心配があったから、これを聞いたんですが。 
 ですから、今、教育長、学校教員とか、そういうふうな資格的なものを持たない方

ということをおっしゃったから、ちょっと前の答弁とは違うのかな。 
 前の答弁は、そういう資格を持っていますから大丈夫ですというふうな答弁だった

と思います。 
 委 員 長  教育長 
 教 育 長  すみません、過去の経過は私も存じ上げませんが。 

 実際に、第一義的には、教員免許を持った方ということで進めてはおりました。と

ころが、なかなかそういう方が村内を中心には、なかなか見つかりませんでした。 
 それで、今回のコロナ対策関係で、学校に学習のサポーター、それから消毒援助サ

ポーターということを県費のほうで導入してもらった関係で、実際にアフタースクー

ルプラスの指導していただいている２人の先生というか、方は、学校の学習サポータ

ーとしても、午前中来て、授業をして補充していただいております。 
 そういった関係で、教科担任との連携もですね、また、子どもたちの状況もつぶさ

につかんだうえで、どこに躓きを持っているかというのも、学校の中で活動しており

ますので、それを受けてアフタースクールのほうで、いずみ館でやっておりますけど、

そこで実際にサポートをしていただくということで、非常に私としては効率的、個に

応じた的確な指導ができておると、私個人としては思っております。以上です。 
 委 員 長  １０番 佐々木委員 
 １０ 番  今、教育長の答弁で、教員との連絡をきちんとしながら、そのことについてはサポ

ートもできているということで、安心はしたんですが。 
 どう言いましょうかね、塾とかそういうものの指導者が、自分の思考の中でいろん

な教育を教えてしまうと、学校との、今度は指導要綱が違うんじゃないかという心配

は、私しておりましたのでそういう質問をしたんですが、連携と、それから相談と、

きちんとしたものを取りながら、その塾をやっているということでよろしいんです

ね。はい。 
 委 員 長  ５番 長澤委員 
 ５  番  説明書の５１ページのスクールバス運営管理のところの、その他のところで、水道、

電気、車庫、土地ですね、６７万４千円、これは、車庫の土地代等はどこに払って、

いくらぐらい払っているのか、分かりましたらお願いします。 
 委 員 長  教育課長 
 教育課長  車庫の借上料ということで、３カ所ほど出しているんですが、中学校のバスの車庫

ですね、それとスクールバスの方向転換、小石原のところも出しております。 
 すみません、名前とかが、私の手元に資料がございませんので、後ほど提出させて

ください。 
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 委 員 長  教育課長 
 教育課長  金額は、中学校の中型バスの車庫が５万円です。スクールバスの方向転換の土地代

として６，３２４円を計上しております。 
 委 員 長  ２番 梶原委員 
 ２  番  こちらにスポーツ少年団の指導者の方々の名前が出ておられます。それぞれ日々、

子どもたちのためにですね、非常に苦労されて指導されていると思いますが、ほとん

ど謝金なしで、たぶんどなたもそうですけども、我々もそうだったけど、無償で労を

厭わないということで指導されていると思いますけども、中学校の部活において、現

在の指導者の体制、それから、学校の先生だけではどうしても専門性がない部活を持

たなきゃいけないから、非常に苦労されていると思います。特に、私どもみたいな村

の小さな小中学校ではですね。 
 昔は自分の子どもたちがスポーツをしていた頃には、社会人はベンチとか指導者

の、現在の試合の中には入れないという状況だったんですけども、現在はどんなふう

でしょうか。どんなふうになっているか、お教えいただければと思います。 
 委 員 長  教育課長 
 教育課長  一般の村民の方等が部活動とかに指導に来ていただいている部活もありますが、ベ

ンチに入れるかどうか、すみません、私ちょっとこの場ではご回答できませんので、

また後ほど回答させてください。 
 委 員 長  ７番 大蔵委員 
 ７  番  説明書の５３ページ、１０款４項２目の公民館費の中の一館一運動のことなんです

が。 
 今年はコロナでですね、やっているところがほとんどなかったと。１館ぐらいしか

なかったと言われておりました。 
 １回やめてしまうとですね、なかなかまた始めるのができないというところもあり

ますので、教育課としてですね、推進に向けて働きかけを各地区に行うのか、お聞き

します。 
 委 員 長  阿波係長 
教育課係長  大蔵議員おっしゃられるとおり、今年１年コロナ禍の中で、各事業全体を含めた公

民館事業が、中止なり延期という形になっております。 
 自治公民館活動についても同じような状況で、今までされてあるところは、今まで

どおりされている地区はございますが、コロナでできないというところで、今年の一

館一運動については、大幅に減少しております。 
 課内というか、担当のほうとも話しましたけれども、また来年度もこのままコロナ

禍が続くということになると、一旦途切れてしまうということになりますので、そこ

はですね、公民館のほうとしても場の提供というのを、各自治公民館のほうにですね、

どういうやり方があるか、どういったところを提供することが必要だというふうに考

えております。 
 委 員 長  ７番 大蔵委員 
 ７  番  去年でしたかね、ポイントを取り入れて、皆さんに頑張っていただくように働きか

けておりましたけども、そのポイント制は続いているんですかね。 
 委 員 長  阿波係長 
教育課係長  ポイント制については、継続で本年度もしておりますし、来年度も実施予定にして

おります。 
 ただ、ポイント自体がですね、かなり減りますので、その辺りは検討をしていかな

ければならないのかなというふうに考えておるところです。以上です。 
 委 員 長  ７番 大蔵委員 
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 ７  番  コロナの関係で事業報告もなかったわけですよね。各公民館の、代表ですかね。 
 これは、結局、今年もコロナだったら、各地区やったところがもしあった中でも、

その発表はないのか。発表を村民に知らせるような方法はあるのか、お聞きします。 
 委 員 長  阿波係長 
教育課係長  おそらく公民館のほうの、自治公民館のほうにある活動報告館の関連かと思います

けれども、令和元年度にですね、二つの公民館のほうに活動報告館ということで補助

金をお渡ししていますので、その中で通常であれば令和元年度に報告をしていただく

ところでありましたけれども、コロナ禍で令和元年度はありませんでしたので、今年

と言いますか、今月ですね、の自治公民館の会議において、令和元年度ないし令和２

年度の分について、自治公民館長会の中で実践報告と言いますか、取り組みのほうを、

報告をしていただくようにしております。以上です。 
 委 員 長  ４番 高橋委員 
 ４  番  予算書のほうをお願いいたします。 

 １３７ページ、お願いします。 
 １０款１項２目教育委員会事務局費の中の１８節負担金補助及び交付金の一番最

後ですね、フリースペースよつば補助金について、お尋ねします。 
 先ほど地域学校協働本部事業にも若干関わってくる話で、お尋ねをしたいと思いま

す。 
 ちょっとそっちのほうから話を展開させていただくと、今、アフタースクールプラ

ス、そして学習支援と並んでご支援、ご協力いただいている方々がいらっしゃいます。

さらに、このよつばにも関わっていただいている方がいらっしゃいます。非常に東峰

村人材がいない中で、ありがたいところなのかなと思っております。 
 ただ、ありがたい、ありがたいでですね、この人材の活用をしていると、逆にこれ、

つぎはぎのですね、人事というか雇用をしていると、生まれてくるのはワーキングプ

アなんですね。 
 要は、つぎはぎ、つぎはぎ、自給、自給で足し合わせていると、間が空いてしまっ

たりすると、その間の中に、じゃあ、別の仕事できますかというと、なかなか難しい

んですよね。 
 ある程度年配の方で、もう生活にそこまで困窮することがないということであれ

ば、全然難しくありませんが、やはり人材を活用するにあたって、その辺も一つ視野

に入れておかないと、いや、村としてはありがたい。だけれども、活動していただい

ているご本人が一番苦しくなってしまうと、本末転倒なんですよ。 
 その辺は何かお考えはありますでしょうか。 

 委 員 長  教育長 
 教 育 長  確かに、今、ご指摘の部分で、なんとか時間的に融通の利く範囲で、現在働いてい

ただいております。 
 できますならばその方々も安定した、きちんとしたですね、収益、収入を得るよう

な形に持っていきたいとは考えておりますが、現在のところ県からの補助金とか、そ

ういったものが今度から、例えば学習サポーターにしても、来年度からは打ち切られ

ます。学校が１９学級以上でなければ補助金は出さないということになりました。 
 それをなんとか、でもそれじゃ学校の働き方改革にもつながりませんので、できる

だけそこはカバーしようと、村の予算でカバーしようというところで、現在の学習サ

ポーター、それから消毒業務のサポーター、これも来年度も村の予算を活用させてい

ただいて、していこうというところでおります。 
 常時そういった雇用という形になりますと、まだまだ現在の財源においては、まだ

まだ難しい面がありますので、そのことも、今、高橋議員さんが言われたことも視野
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に入れながら、今後改善をしていけるところから、改善していきたいと思っておりま

す。以上です。 
 委 員 長  ４番 高橋委員 
 ４  番  おそらく今、働き方として、理想的なのかなと。午前中よつばに関わられて、午後

から学習サポーター、学習支援という形で、夕方このアフタースクールプラス、かな

り一連の流れとしてはきれいに来るなという部分、前々から私の想定していた部分、

きれいにはまられているなと。なおかつ、学校とも連携が取れると。 
 それが不登校部分ともつながり、そして放課後の学習のサポートにもつながるとい

う部分で、おそらくこれ一つの人材として雇用できる条件として整っていると思うん

ですよね。 
 だとするなら、やはり早急に、そういう枠であったり、東峰村独自の雇用の仕方と

いうのを整えていくべきなのかなと。 
 そうであれば、非常に、やっぱり長きにわたって、その方が活躍をしていただける

し、また、さらに学校との連携も深めることができるということで、やはりフルにそ

ういう方を、やっぱり活動していただく環境を整えていただきたい。 
 先ほどちょっと触れさせていただいた地域学校協働本部事業費、これに関しても、

基本的には、約半分近くは県費で賄われたりするはずです。 
 もちろん予算の枠という、申告枠というのがあると思いますけれども、ここに今、

常勤等々で付けられてないと思うんで、そういった部分に余裕があるのであれば、例

えば、今、活動されている方を、そういう枠ではめてですね、安定した賃金をお支払

いするとか、そういうことも検討に当たられると思いますが。 
 総合して、今ある財源の中で、もう少し工夫ができないか、ご検討いただけますで

しょうか。 
 委 員 長  教育課長 
 教育課長  高橋議員さんのご指摘を受けまして、今後検討していきたいと思います。 
 委 員 長  ５番 長澤委員 
 ５  番  説明書の５１ページの１０款１項８目イングリッシュキャンプですが、これは、イ

ングリッシュキャンプに参加するのは希望者だけなのでしょうか。それとも３年生と

か、全員とか、それから参加した子どもの成果の把握ですね、これはどういう形でや

っているのか。分かれば。 
 委 員 長  内野主事 
教育課主事  まず、イングリッシュキャンプの参加者なんですけども、これは、村内に在住の中

学生、１年生から３年生までを対象に、公募で１０名を定員にして募集をしておりま

す。 
 一応平成２９年度からの事業でございましたが、災害とコロナの関係で、実際に実

施したのは平成３０年度と令和元年度の２回になっております。 
 その中で、ちょっと成果というのがですね、東峰村のイングリッシュキャンプは、

コミュニケーションの項目に重きを置いたイングリッシュキャンプで開催しており

ますので、すぐ目に見えて出る成果というのが、なかなか学業面というかですね、は、

ちょっと把握がしづらいような状況ではありますけども、なるべく子どもたちに英語

に興味を持ってもらえるような内容での実施をしておるところでございます。以上で

す。 
 委 員 長  ６番 髙倉委員 
 ６  番  説明書の５４ページ、保健体育事業費の中で、今年の例のオリンピック関連ですね。 

 先日一般質問でもありましたが、この中でバス借上料１２４万というのがございま

す。他もありますけれども。 
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 バスの借り上げって、バスはどのような使い方をするのか、そこをまず聞かせてく

ださい。 
 委 員 長  阿波係長 
教育課係長  バスの借上料についてですね、結構金額が大きくなっておりますけれども、まず、

場所のほうが岩屋駅から親水公園ということで、県警からの指導により、そこの部分

については全面通行止めとなっております。 
 それに伴いまして車両が入れませんので、現段階で考えているところはですね、小

石原方面からと宝珠山のグラウンドから送迎バスという形で、バスを出すように考え

ているところです。 
 時間的に規制の時間が限られていますので、なかなかピストンというのが難しくな

りますので、複数台というところで、バスの借上料を計上させていただいているとこ

ろです。以上です。 
 委 員 長  ６番 髙倉委員 
 ６  番  同じ項目の中で、ほたるの里弓道大会９万円ということで、一昨年の弓道大会の明

細をいただきました。これ、せっかく今度新しくですね、弓道場ができるので、これ

まで弓道されている方がどのような活動をしているか、私はちょっと存じませんの

で、伺いたいと思います。 
 せっかく立派なものができるんであれば、子どもたちにもですね、やはりそういっ

た体験とか、そういったものはしていただけるといいんじゃないかなと、私ちょっと

個人的に考えておりますので、こういうことは今までやっておったのか。 
やってなければ、こういった弓道をされている方にですね、子どもたちの指導をし

ていただいて、やはりそういった人口が増えればですね、せっかく弓道場を造る意味

がありますのでですね、そこのところを今後どのように考えておるのか、今までどう

だったのかをお伺いしたいと思います。 
 委 員 長  教育課長 
 教育課長  中学生を対象に、確か弓道教室をしていました。 

 はっきり何年からというのは、私も手元に資料がございませんので、分かりません

けれども、指導はしておりました。 
 委 員 長  ６番 髙倉委員 
 ６  番  指導はしておりましたということでございますけれども、年に何回とか、そういっ

た定期的にやっていたのかを教えてください。 
 確かに弓を引くのは、ある程度体力がなからなできんのかなと、私、思いますけれ

ども、そういった方がやはり弓道に興味を持つような教え方と言ったらいかんけど、

そういった指導をしていただいてね、将来的にもあの弓道場が広く使われるような

ね、そういったやり方をしていかないともったいないと思いますのでね。 
 やはりこれからも弓道されている方にお願いして、やっぱり続けていっていただき

たいと思っております。そこのところをですね、ぜひ、要望をしていただきたいと思

いますが、いかがですか。 
 委 員 長  教育課長 
 教育課長  本当にはっきり私は覚えてないんですけど、学校のほうで中学生を対象に、杷木に

ある高校まで行って、確か２、３日練習をしていたように覚えております。 
 それと今後も新しい弓道場ができれば、学校のほうとも話してですね、授業と言い

うか、そういう一環で弓道を皆さんに広げていけたらと思っております。 
 委 員 長  総務課長 
 総務課長  申し訳ございません。 

 総務課でございますが、新弓道場を建て替えたときに、弓道部等々の協議の中でで
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すね、ちょっと範囲内でお答えしたいと思います。 
 弓道部と学校の関係でございますけど、前、千代丸にあったときはですね、中学校

が、武道の授業がですね、導入されたという部分で、武道場がございますけど、弓道

についても行うということで、日数はですね、申し訳ございません。千代丸のほうで

行っておりました。 
 災害後はですね、弓道部の方場所がないということで、光陽高校の弓道場のほうを

お借りして、そちらのほうにですね、中学生、移動をして行った。これはもう授業の

中で行ったというふうには伺っております。 
 今後についてもですね、もちろん場所の選定の候補を挙げているときに、学校のほ

うとも話した中で、学校に近いほうがいいということで、場所が選ばれたという部分

がございますので、学校のほうとの連携はですね、今後とも当然行っていっていただ

くということで、確認と言いますか、お願いをしているところでございます。以上で

す。 
 委 員 長  ５番 長澤委員 
 ５  番  説明書の５３ページ、以前聞いたかもしれませんが、改めてですね、大人未来塾と

女性かがやき隊の活動ですね、これはどういった活動をされておるのか、説明をお願

いします。 
 委 員 長  阿波係長 
教育課係長  まず、女性かがやき隊については、名称が付いておりますとおり、女性を対象にし

て、地区のほうでですね、みそ造りとか、そういう地域の活動をされて、花植えとか、

そういった活動に対して補助金を２万円以内で支給をするという形になっておりま

す。 
 大人未来塾については、男女関係なく地域で活動をされる団体につきまして、こち

らについてはですね、女性かがやき隊については需用費とかですね、花苗代とか、そ

ういう形になりますけれども、大人未来塾のほうに関しましては、その地域なり団体

のほうで講師を呼んで、何かお話を聞くとかですね、そういった場合の講師料に対し

て、補助を２万円以内で行うような形になっております。 
 ですので、女性かがやき隊については女性対象、大人未来塾に対しては成人の男女

を対象にした活動に対しての補助金という形になっております。 
 委 員 長  ７番 大蔵委員 
 ７  番  項目はちょっと分かりませんけれども、今日東日本大震災ということで、１０年と

いうことで黙とうを行いましたけれども、東峰村におきましても４年前豪雨災害があ

りました。そういった中で、子どもたちは大変な思いをしておりました。 
 そこで防災教育等々はどのように行われておるのか、お聞きします。 

 委 員 長  教育長 
 教 育 長  本村も朝倉市も含めてですね、やはり２９年度の災害で非常に大変な思いをしてお

りますので、学校のほうでも防災教育をちゃんとカリキュラムに位置付けてやってお

ります。 
 また、受け渡し訓練と言いますか、保護者に受け渡すような練習とかですね、ＰＴ

Ａと一緒になって、そういったこともやっておると聞いております。以上です。 
 委 員 長  ４番 高橋委員 
 ４  番  予算説明会の折に、徴求していた資料の部分でお尋ねいたします。 

 今年度、令和２年度に旧宝珠山村役場庁舎、並びに旧宝珠山小学校、中学校の校舎

のですね、調査が行われていたかと思います。 
 次年については、そういった予算は付いてなかったんではありますすが、その後、

これを何か生かすというかですね、という何かの事業に発展するということはあり得
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るのでしょうか。 
 一応旧宝珠山村役場は解体ということではありますが、あくまでも解体に向けて、

ただ記録を取ったというだけなのかどうか、お尋ねします。 
 委 員 長  内野主事 
教育課主事  今年度ですね、旧中学校と旧役場の解体の予定があるということで図面を取ってお

ります。図面だけではなくて、建物としてどういった工法でありますとか、どういっ

た技法が使われていますというところの件も含めて、本年度調査しております。 
 活用についてなんですけども、今後取り壊しになった場合ですね、どういった建物

があったとか、どういう間取りだったのかというのが分かるような、何か広報という

かですね、解説版のような使い方はしたいなと思っておりますが、まだ具体的には決

まっていない状況でございます。以上です。 
 委 員 長  ４番 高橋委員 
 ４  番  もう一つ聞いておきたいのが、今回この調査、まだ途中なのか、最終的な結果は出

ていませんが、結果として、その当時の建設技法とか建築技法的な部分、状況的な部

分を加味して、貴重なものであったり、残すべきものというのは、何か現時点で見つ

かったりしているところはないでしょうか。 
 委 員 長  内野主事 
教育課主事  最終的な価値については、今日も先生方、調査に入られているんですけれども、す

べての調査が終わった上での、最終的な所見をいただいてからという話にはなるかと

思うんですが、現時点で何か珍しいものというかですね、残っているものの中で言う

と、旧中学校のほうは天井裏の梁のほうにですね、当時の村長さんであるとか議員さ

んのお名前等がですね、墨書きしているものが見つかっているというふうには聞いて

おりますので、どういった時代に造られたものとか、そういったものを伝える一つの

指標になるものは見つかっているということでございます。以上です。 
 委 員 長  ないようですから、教育課の質疑を終結します。 

 暫時休憩します。 
（１１時０１分） 

 委 員 長  会議を再開します。 
（１１時０２分） 

 委 員 長  議会事務局の質疑に入ります。 
 所管のページは、お手元に配布しております費目ページ一覧表のとおりです。 
 質疑はありませんか。 
１０番 佐々木委員 

 １０ 番  ページは９４ページなんですが、これは、議会事務局長よりか村長、総務課長のほ

うに質問という形になるかもしれません。 
 東峰テレビでこの議場の中のライブ放送等で、画像は確かに良くなったと。しかし

ながら、マイクが聞こえたり、聞こえなかったりの場合がある。 
 もちろんこの中を見てもお分かりのとおり、身長の高い方はもう腰を曲げて、マイ

クに近づけてしゃべっているというのが実情であります。 
 そこで、議会か全員協議会か何かのときにも、どうかならないのかという話はして

いるんです。 
 しかしながら、事務局長もなかなか苦慮しているみたいですが、こういうふうな議

場の中のマイク施設の関係はどうならないのか、お尋ねしたいと思います。 
 委 員 長  村長 
 村  長  私であれば大体いいんでしょうけどね、高い人もいますし、背の低い人もいるとい

うことで。 
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 今ちょっと聞きましたら、これが一番長いマイクだそうでありますので、改造等が

利けばですね、改造等はしていかなければならないと思っておりますが。 
 もし、改造等も利かないということであればですね、交換とかそういったところの

検討もですね、ちょっと今後させていただきたいと思っております。 
 委 員 長  １０番 佐々木委員 
 １０ 番  私も議長席に座って進行している中で、村長の声が聞きにくいとか、マイクを通し

て入ってないとか、そういうふうな例があるんですね。 
 それで、ある課長のところはよく入るとか、だからこれ、方向性があると思うんで

すよね。そういうところも変えていかないと、答弁とか質問が聞こえたり聞こえない

と。多くの人じゃありませんが、何人かの方からその声は聞くんです。 
 そういうことで、できる範囲で対処をお願いしたいというふうに思います。 

 委 員 長  ないようですから、議会事務局の質疑を終結します。 
 散  会  
 委 員 長  これをもちまして、本日の審査は終了します。 

 明日３月１２日は、９時３０分から開会します。 
 本日は、これにて散会します。 

（１１時０６分） 
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 開  議  
 委 員 長  改めまして、おはようございます。 

（９時３０分） 
 委 員 長  ただ今の出席委員数は、１０名です。 

定足数に達していますので、１１日に引き続きまして、予算審査特別委員会を開催

します。 
 委 員 長  本日の議事日程は、お手元に配布のとおりです。 

 議事日程に入ります前に、昨日まで予算審査特別委員会においての追加説明を受け

たいと思いますので、追加説明のある部署、お願いします。 
企画政策課長 

企画政策課長  まず、皆様のお手元にですね、お配りさせていただいております地域おこし協力隊

経費算定表の分でございます。 
 これにつきましてはですね、平均値でございまして、報償費２５０万、活動費６３

万６千円、住宅借上料３６万、自動車リース料５０万４千円というようなことで、一

人当たりこういった経費の内訳となっております。 
 次のページがですね、まち・ひと・しごと総合戦略の外部検討委員会の実施状況で

ございます。そこの表に書いておりますようなですね、そういった回数で行っており

ます。 
 次のページがですね、その外部検証委員会におきましてですね、名簿を示させてい

ただいております。 
 その次のですね、Ａ３、４枚付けておりますけども、過去に行われた外部検証委員

のご意見、１ページ目、ＰとＤが各課でですね、そういった内容をしたものに対しま

して、次のページのＣ評価、Ａ改善というところでですね、そういった外部のですね、

方のご意見をいただいております。そういった表でございます。 
 そして最後の、ほうしゅ楽舎再建基本計画策定業務ということで、これがですね、

平成３０年度におきました分と令和元年度にした分のですね、そういった内容と見積

金額になっております。 
 これらを懸案しまして、令和３年度のですね、予算化をさせていただいているとこ

ろでございます。以上です。 
 委 員 長  教育課長 
 教育課長  昨日ご質問いただいた件で、お手元のほうに資料を１枚配布させてもらっておりま

す。 
 スクールバスの車庫の土地の場所ですけど、中学校の中型バスの車庫につきまして

は、国道２１１号線から東峰学園のほうの入口のところにあります車庫となっており

ます。 
 もう一つ、スクールバスの方向転換地のほうですが、大字小石原のほうの原地区で

芝峠方面に向かって左側の一部分となっております。 
 中学校部活の外部コーチが試合のときにベンチインできるかというご質問でした

けども、外部コーチが監督登録をした場合はベンチインができるということでござい

ました。以上です。 
 委 員 長  それでは、日程に入ります。 
 日程第１  
 委 員 長  日程第１ 議案第１７号「令和３年度東峰村一般会計歳入歳出予算について」 

 質疑を行います。 
 質疑につきましては、全体及び各課にまたがる質疑のみといたします。 
 なお、各課における答弁で回答が得られていない件につきましての質疑といたしま
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す。 
 質疑はありませんか。 
６番 髙倉委員 

 ６  番  説明書の４４ページで、ちょっと聞き忘れたところがありますので、聞かせていた

だきたいと思います。 
 トーキコーディネーター事業費の中で陶土分布・土質調査業務委託費というのがあ

ります。 
 これは、ちょっと小耳にはさんだんですけど、調査するところは決まっておられる

のか、また、決まっておられるなら、いつ頃に発掘というか、実質陶土として成り立

つようになるのか、もし目安が分かれば教えていただきたいと思います。 
 委 員 長  農林観光課長 
農林観光課長  場所的にはですね、まだ今確定したものはございません。以前から森林公園内とい

うお話があっていますけれども、公園自体の扱いがありますので、その辺りもありま

すので、今のところ確定したところはございませんが、いろいろお話をお伺いします

と、土質の分布状況、要するに何と言いますかね、そういった地層があるというふう

なこともお伺いしますので、そういった情報をですね、ある程度こちらのほうで取り

入れながら、場所は絞っていきたいというふうに、今の段階では考えております。 
 委 員 長  ４番 高橋委員 
 ４  番  昨日の委員会の前に配られていた歳入予算見積書を、おそらく総務課に要求した資

料の分でお尋ねしたいんですけれども、合併振興基金繰入金の見積書の明細を出して

いただきました。 
 中見させていただくとソフト的な分野、要は、恒久的に事業を行っていく上では必

要になってくる経費が結構多くございます。 
 もちろん使える財源は使っていくに越したことはないんですけれども、ハード分を

減らしたとしても約４，０００万近くが年間、今後ですね、この基金から取り崩し、

切り崩しされていくのかなと思います。 
 今後もこの記載されているソフト事業に関しては、この合併振興基金を繰り入れて

いくおつもりなのか、また今、その災害があって、なかなか財政状況が厳しいので、

これを使っているのか、その方向性について、お尋ねします。 
 委 員 長  総務課長 
 総務課長  合併振興基金につきましては、ご存じと思いますが、特定目的基金という形でです

ね、されております。 
 合併基金造成の際ですね、合併特例債というものをお借りして造成しているという

事情もございます。その中の合併基金の使用使途としては、基本的にはソフト事業に

使いなさいという部分があります。 
 償還期限が終わるまでは利息、いわゆる果実ですね、の分しか使えないという制限

がありましたが、どちらも今２カ年にわたって借りた合併特例債のですね、償還も終

わっておりますので、今はですね、基金の全額を新村建設計画に載っている部分であ

れば、取り崩して使えるというところになっております。 
 先ほどご質問にございましたが、ソフト事業で、やはり新村建設計画のほうで載っ

ている部分についてはですね、できるだけと言いますか、今後につきましても、合併

振興基金のほうからですね、支出をしたいというふうに考えているところでございま

す。 
 委 員 長  ４番 高橋委員 
 ４  番  それに併せまして、ちょっとこの見積書の中で、あまり予算説明会のときに説明が

なかった部分でお聞きしたいんですが。 
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 地域交通計画策定委託料４００万ということで、予算説明会でもさらっとこの辺通

されたと思います。 
 一体この計画がどういうふうに策定されていくのか、現段階で想定されている、こ

の策定の委員会の構成メンバーであったり、そういった部分が固まっているのかどう

か、この地域交通計画というのは、どういったものを一体作るのかどうか、お尋ねし

ます。 
 委 員 長  企画政策課長 
企画政策課長  これにつきましてはですね、地域交通、村内のですね、利便性を高めるための地域

交通ということで、当初の段階では、そういった準備委員会なり、そういったものを

する予定でございますが、最終的にはですね、地元のタクシー業者であったり、西鉄

であったり、ＪＲまで含めたところのですね、そういった委員会を立ち上げてですね、

協議を行っていくような予定をしております。 
 委 員 長  ４番 高橋委員 
 ４  番  あんまり質問回数がないので、最後いろいろ聞きたいと思うんですけれども。 

 そういう利害関係者のみの会議になっていくのか、あるいは住民まで開かれたよう

な、住民協議会を含むような計画策定に入っていくのかどうか、が１点。 
 ２点目は、その計画を作ることによって、今、様々議論になっている駅までの交通

アクセスであったり、そういった部分の実施計画的な部分まで視野に入れて、この計

画というのは立っていくのかどうか、最後にお尋ねします。 
 委 員 長  企画政策課長 
企画政策課長  この協議会の中には、当然住民さんを入れてですね、どういったニーズがあるかと

いうのは、一緒に協議していく必要があろうかと思いますし、駅までのですね、実際

運行はどうするのが一番いいかというのもですね、この計画の中には盛り込んでいけ

ればと考えております。 
 委 員 長  ないようですから、質疑を終結します。 

 これから、討論を行います。 
 反対討論はありませんか。 
 賛成討論はありませんか。 
 （討論なし） 

 委 員 長  ないようですから、討論を終結します。 
 議案第１７号「令和３年度東峰村一般会計歳入歳出予算について」を、お諮りいた

します。 
 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 
 （賛成者挙手） 

 委 員 長  全員賛成と認めます。 
 よって、本案は、原案どおり可決するものと決定いたしました。 

 日程第２  
 委 員 長  日程第２ 議案第１８号「令和３年度東峰村簡易水道事業特別会計歳入歳出予算に

ついて」 
 総括質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
５番 長澤委員 

 ５  番  簡易水道のですね、水道管の老朽化について、お尋ねしたいんですが。 
 かなり年数が経っているので、特に宝珠山地区の水道管はもうかなり老朽化が進ん

でいると思いますが。 
 今後ですね、どういうふうにそういう老朽管の補修とか修理に、どう対応していく
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のか、伺います。 
 委 員 長  建設水道課長 
建設水道課長  水道施設の老朽化についてはですね、現在アセットマネジメントということでです

ね、どのぐらい今後維持管理していくのかというのをですね、現在検討しております

ので、その中でですね、検討したものを踏まえてですね、計画的に実施をしていくこ

とが必要かというふうに考えております。以上です。 
 委 員 長  ないようですから、質疑を終結いたします。 

 討論を行います。 
 反対討論はありませんか。 
 賛成討論はありませんか。 
 （討論なし） 

 委 員 長  ないようですから、討論を終結いたします。 
 議案第１８号「令和３年度東峰村簡易水道事業特別会計歳入歳出予算について」を、

お諮りいたします。 
 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 
 （賛成者挙手） 

 委 員 長  全員賛成と認めます。 
 よって、本案は、原案どおり可決するものと決定いたしました。 

 日程第３  
 委 員 長  日程第３ 議案第１９号「令和３年度東峰村国民健康保険事業特別会計歳入歳出予

算について」 
 総括質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （質疑なし） 

 委 員 長  討論を行います。 
 反対討論はありませんか。 
 賛成討論はありませんか。 
 （討論なし） 

 委 員 長  ないようですから、討論を終結いたします。 
 議案第１９号「令和３年度東峰村国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算につい

て」を、お諮りいたします。 
 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 
 （賛成者挙手） 

 委 員 長  全員賛成と認めます。 
 よって、本案は、原案どおり可決するものと決定いたしました。 

 日程第４  
 委 員 長  日程第４ 議案第２０号「令和３年度東峰村後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算

について」 
 総括質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （質疑なし） 

 委 員 長  ないようですから、質疑を終結いたします。 
 討論を行います。 
 反対討論はありませんか。 
 賛成討論はありませんか。 
 （討論なし） 
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 委 員 長  ないようですから、討論を終結いたします。 
 議案第２０号「令和３年度東峰村後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算について」

を、お諮りいたします。 
 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 
 （賛成者挙手） 

 委 員 長  全員賛成と認めます。 
 よって、本案は、原案どおり可決するものと決定いたしました。 

 委 員 長  以上、本予算審査特別委員会に付託された案件の審査が終了いたしました。 
 これをもちまして、予算審査特別委員会を閉会したいと思いますが、ご異議ありま

せんか。 
 （異議なし） 

 委 員 長  異議なしと認めます。 
 本委員会報告につきましては、委員長に一任願いたいと思いますが、ご異議ありま

せんか。 
 （異議なし） 

 委 員 長  異議なしと認めます。 
 閉  会  
 委 員 長  皆様のご協力によりまして、付託されました案件の審査が無事終了いたしました。

厚く御礼申し上げます。 
 これをもちまして、予算審査特別委員会を閉会いたします。お疲れ様でした。 
 １０時５分まで休憩します。 

（９時４６分） 
 上記会議の経過を記載し、その相違ないことを 

証するために署名する。 
 
 
 
委 員 長 
 
 
 
 
 
 
 

 


